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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年３月１３日（木）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後４時２１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　木下伸記　

　　同課参事　中村実彦　

次世代育成部長　登阪　弘　同部次長　若狭孝太郎　　学校教育課長　岡部寿子

同課長代理　野本憲宏　こども教育課長　小林寿弘　　児童相談課長　谷田　学

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習課長　柳瀬哲宏　同課長代理　　辻　稔秀

文化スポーツ課長　日垣智之　

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局総括主査　湯原正治 同局書記　長澤佳子

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２６年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分

議案第３０号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第３３号　摂津市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

議案第３１号　摂津市立児童センター条例の一部を改正する条例制定の件

所管事項に関する事務調査について
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（午前９時５８分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　ただいまから、文

教常任委員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は、東委員

を指名いたします。

　先日に引き続きまして、議案第１号所

管分及び議案第１０号所管分の審査を行

います。

　質疑を続けます。

　南野委員。

○南野直司委員　先日、代表質問をさせ

ていただきましたし、また一昨日、おふ

たりの方が質問されまして、ご答弁が重

複する部分もあるかと思いますけども、

ご理解いただいて、よろしくお願いいた

します。

　それでは、質問をさせていただきたい

と思います。

　まず、１点目でございます。平成２５

年度の一般会計補正予算の第７号の分か

ら、ちょっとご質問させていただきたい

と思います。１６ページ、１７ページに

ございます、教育費国庫補助金の義務教

育施設整備費補助金、学校施設環境改善

交付金２億８，９３２万６，０００円に

ついてでございます。

　学校の耐震化や、あるいはその他、外

壁などの非構造部材の改修の予算である

と認識しております。それの中身と、さ

まざまな国からの補助金の種類を予算請

求されまして活用されていると思います

けども、どのような補助金を活用された

のかという部分を教えていただきたいと

思います。

　２番目です。これ予算概要を中心にさ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。５０ページです。保

育所の入所に関係します事業についてで

ございます。

　一昨日も待機児童対策について議論が

なされました。代表質問でもご要望させ

ていただきましたけども、その中で、待

機児童の多い安威川以北と少ない安威川

以南地域のバランスを考えて、例えば幼

稚園の送迎バスのように、以北から以南

地域への送迎バスを運行していただくと

か、あるいは商店街の空き店舗を活用し

た保育サービスの実施についてどのよう

に考えておられるのか、具体的にご答弁

をお願いしたいと思います。

　そして、３番目です。同じく５０ペー

ジのファミリーサポートセンター運営事

業についてでございます。３４９万１，

０００円の予算計上でございます。

　平成２５年６月現在ですけども、ちょっ

と数字が間違えていたら申しわけないで

すけども、依頼会員の方が１３０名、援

助会員の方が６２名、両方会員の方が３

５人ということで、非常に援助会員の方

の不足が課題であるかなというふうに思

います。このファミリーサポートセンター

運営事業の最も大きな課題は、この援助

会員が少ないこと。この解消に向けて、

ホームページでの案内、そして広報紙へ

の掲載、市のイベントなどでチラシを配

布するなど周知に努めていただいており

ますが、今後の効果的な周知の方法、そ

して援助会員の増加による制度の利便性

の向上についてどのように考えておられ

るか、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、４番目です。１０２ページの安

全対策事業について、２，０２１万５，

０００円の予算計上でございます。

　中学校への自動ロック式インターホン

の設置について、さまざま一昨日、議論

がございました。私の観点から、このイ

ンターロック、自動ロックに改修してイ

ンターホンの設置をするということでご

ざいます。これは中学校に設置というこ

とで、それも含めて、小学校に関しても、
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大きな災害が発生した折に避難所として

指定されておりますので、地域の方が避

難されるわけであります。日中の平時は

子どもたちももちろんいますし、先生方

もいらっしゃいます。それ以外の、例え

ば夜中に大きな災害が発生した折には、

職員の方も、例えば市役所に集合されて、

そこから避難所の鍵を開けるというふう

な流れになってくると思うんですけど、

もちろん教頭先生、校長先生も学校へ行

くというふうな方式をとっておられると

思うんですけども、そのような緊急時、

大きな災害が発生したときに学校は誰が

開けるのかなど、今後、そういうマニュ

アルを、私もあるとは思うんですけども、

ちょっと見たことないので、きっちりと

整理をしていただいて、地域の方などへ

周知の徹底を図っていただければありが

たいなというふうに思っております。こ

れは、もう要望ということでしておきま

すので、どうかまたよろしくお願いいた

します。

　５番目です。１０４ページ、私立高等

学校等学習支援金支給事業についてでご

ざいます。

　これもちょっと要望という形でさせて

いただきたいと思うんですけども、教育

センターのほうで奨学金制度のご案内、

これちょっと白黒ですけども、カラーの

やつをお配りいただいております。そし

て、市役所６階のほうでは、市独自の支

給制度ということでございますけども、

できたら、この奨学金制度というのもか

なり複雑になっておると認識しておるん

です。受付の窓口が、例えばこのご案内

にも日本学生機構奨学金ということで電

話の連絡先を書いていただいております

し、大阪府の育英会奨学金入学資金とい

うことで連絡先も書いていただいており

ますけども、その下の大阪府生活福祉資

金なんかは社会福祉協議会になるのかな

と。そして、母子・寡婦福祉資金、これ

は社会福祉協議会とあわせて、市役所６

階での受付。その受付はどこであるのか

というふうにちょっとこれに追加してい

ただいて、市独自で行っております月３，

５００円の支給もあるということで、奨

学金とちょっと方向性違いますけども、

一緒に１つの用紙として、これは提案な

んですけども、まとめていただいて、そ

の対象者の方へ全戸配布、学校を通じて

になると思いますけども、していただい

たらわかりやすいかなと思いました。

　この時期、入学も控えまして、大変多

くの方からいろいろな奨学金についての

ご相談も受けるわけでございます。ご説

明するときに、なかなか担当窓口とか複

雑になっておりますので、できたら１つ

にまとめていただいて、わかりやすいよ

うなご案内にしていただければありがた

いなと思いますので、よろしくお願いを

いたします。これも、ちょっと要望とい

うことでさせていただきますので、よろ

しくお願いします。

　それから、６番目、同じく１０４ペー

ジですね。児童相談課に関係します教育

相談事業です。また、１０８ページの学

校・家庭連携支援事業の新年度の取り組

みについて、特に学生ボランティア、さ

わやかフレンドの取り組みなど、不登校

の児童への対応について、それぞれ事業

の実績など、どのような効果があったの

かなど、お聞かせいただきたいなと思い

ます。

　それから、７番目です。１０６ページ、

教育指導研修事業３０２万円の予算計上

でございます。スタントマンが自転車事

故の実演を行う自転車交通安全教室を中

学校で順次実施していきますということ

で、公明党といたしましても、平成２４
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年の第３回定例会の中で要望させていた

だきまして、スタントマンを取り入れた

自転車運転のマナーの指導を中心とした

交通安全教室の中学校での実施について

質問させていただきまして、今回、実施

していただくということで、高く評価を

させていただきたいと思います。

　これは要望としておきたいんですけど

も、ぜひこの講習会、文教常任委員とし

て、視察といいますか、そういう機会が

ございましたら、ぜひ私も見たいなと思

いますので、これは委員長にお願いをさ

せていただきます。要望としておきます。

　次に、８番目です。１０６ページ。学

校読書活動推進サポーター配置事業、１，

９６２万円の予算の計上でございます。

全小中学校に読書活動推進サポーターを

配置しておりまして、この読書活動推進

サポーターを配置したことによってどの

ような効果があったのか等々、現在まで

の取り組みと、そして新年度の取り組み

をお聞かせいただきたいと思います。

　学校間の交流、そして先進的な取り組

みをされている自治体への視察なども考

えておられるのか、ちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。実施されている

かもしれませんけども、その辺ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、９番目です。１０８ページ

の新規の事業でございます。学力向上支

援事業、そして外国語活動支援事業につ

いてでございます。

　学力向上支援事業におきましては、一

昨日ご答弁があったと思いますので、ご

答弁は、もう結構です。

　外国語活動支援事業について、高度な

英語能力を有する外国語活動支援員を市

内全小学校に派遣されますが、詳しい部

分をお聞かせいただきたいと思いますけ

ども。人材の確保や授業の中身など、代

表質問でもご答弁あったかもしれません

けども、詳しい部分を教えていただきた

いと思います。

　それから、１０番目です。１１６ペー

ジの中学校給食導入事業についてでござ

います。中学校給食の導入に伴う配膳室

の設置工事、予約システムの導入でござ

います。これも代表質問のほうで要望さ

せていただきましたので、要望というこ

とでさせていただきたいと思います。

　やはり、私自身は何よりもこの給食の

導入を機に、先生と生徒のコミュニケー

ションをさらに図っていただく。一緒に

昼食を食べていらっしゃる先生もいるで

しょうし、食べていない先生もいらっしゃ

るかもしれませんけども、コミュニケー

ションの場としてしていただきたいのと、

試食会等々をしながら、学校、そして保

護者、先生、地域のさらなるネットワー

クの構築を図っていただきたいと思いま

す。そして、何よりも喫食率の向上と、

そしてアレルギー対策、栄養バランスの

とれた給食を中学生へ提供できるよう、

よろしくお願いをいたします。要望とし

ておきますので、よろしくお願いします。

　１１番目です。１１８ページのこども

園管理運営事業についてでございます。

　この第４次行財政改革の中で、行財政

改革実施計画の進捗状況の中で、幼稚園

と保育所の子どもに、同じクラスで教育・

保育を行う混合クラスの導入を新年度検

討されているというふうにございました。

どのような声、ニーズを受けておられる

のか、この取り組みについて、経緯につ

いてお聞かせいただきたいと思います。

　１２番目です。１２２ページの学童保

育事業について、保育時間の延長につい

ては、多くの方からお声を要望というこ

とで聞いておるんですけども、近隣市の

保育時間の状況を掌握されておられたら、
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摂津市の保育時間、５時半でしたかね、

基本５時半やと思いますけども、それに

ちょっと比較していただいて、どのよう

に考えておられるのか、延長時間等々含

めてお聞かせいただきたいなと思います。

　１３番目です。１２６ページの公民館

施設改修事業についてでございます。１，

６４５万２，０００円の計上でございま

す。

　新年度は千里丘公民館の耐震補強工事

及びエレベーター設置などの改修に対す

る実施設計を行い、新鳥飼公民館のロビー

に遮光のための電動カーテンを設置する

とともに、鳥飼東公民館のロビーにエア

コンを設置される等々、バリアフリーの

観点から、新年度、それ以降の取り組み

について、さまざま２階にトイレを設置

していただいたり、味生公民館ですかね、

エレベーターはちょっと厳しかったと思

うんですけども、手すり等々、新たに設

置していただきましたけども、バリアフ

リーの観点からどのように考えておられ

るのか、ちょっとご答弁いただきたいな

と思います。

　そして、１４番目です。１２６ページ

の文化財保護事業についてでございます。

市の歴史・文化の継承者を育成するため

ふるさと案内人養成講座を開催し、市民

の郷土愛の情勢につなげていきますとい

うことで、新年度の取り組みについてお

聞かせいただきたいなと思います。

　１５番目です。１３０ページの全国大

会参加補助事業です。３０万円の予算計

上でございます。

　中身について、改めてお聞きしたいと

思います。どのような事業なのか、お聞

かせいただきたいなと思います。

　次に、１６番目です。１０６ページの

小中一貫教育推進事業でございます。８

５万９，０００円の計上でございますけ

ども、この冊子を概要版ということでい

ただきまして、さまざま取り組んでいた

だいておりますが、１つだけちょっと絞

らせていただきまして、この中身につい

てお聞かせいただきたいなと思います。

　この中の３番ですね。小中一貫教育の

推進により期待される効果という中に、

家庭、地域との連携促進ということであ

ります。「子どもが楽しく、生き生きと

して落ちついた学校生活を送れるように

なると、家庭の学校に対する信頼も深ま

り、学校と家庭の協力関係がより円滑な

ものとなります。また、校区や地域住民

の子どもたちへの目線やかかわり、見守

りの意識や小中学校に対する応援の意識

が高まり、学校と地域との連携がより強

いものとなります。子ども自身も地域へ

の愛着が深まっていきます」ということ

で、家庭、地域との連携促進ということ

で書いていただいておりますけども、こ

の地域との、また家庭との連携という部

分で、お聞かせいただきたいなというふ

うに思います。

　１回目、終わります。

○嶋野浩一朗委員長　答弁をお願いいた

します。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

にかかわりますご質問にご答弁させてい

ただきます。

　平成２５年度補正予算におきまして、

学校施設環境改善交付金ということであ

げさせていただいております。その補助

金の内容と、あと補助金の活用をどうさ

れたかということでご質問かと思います

けども、この学校施設環境改善交付金に

つきましては、過去につきましては、お

のおのの事業によって補助金として行わ

れておりましたけども、現在は全て統合

されて交付金という形で交付されること
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となっております。

　中でも、地震補強、これにつきまして

は地震防災緊急５か年事業の中でうたわ

れておりますけれども、この計画にのせ

ますと、交付割合が通常は３分の１でご

ざいますが、２分の１にかさ上げができ

るというものがございます。この分につ

きましても、学校施設環境改善交付金の

メニューということでなってございます。

　また、そのほかに、今までに大規模改

修ということで、老朽化に伴う建物全体

の改修、また施設の質的整備としてのト

イレの全面改修、また下水道の排水設備

などの工事に係る法令適合、それと校内

ＬＡＮや空調設備です。エアコンの設置

等につきましても交付金を使ってまいり

ました。また、数は少ないですけども、

エレベーターの設置につきましても、こ

れは障害者対策というようなことでエレ

ベーターの設置も交付金を活用して事業

を進めてまいったところでございます。

　今回、平成２５年度の補正で、学校施

設環境改善交付金を繰り越し事業として

行いますのが、摂津小学校、第三中学校、

第四中学校のそれぞれの耐震補強に係る

ものと、それと先ほどご質問の中にもご

ざいましたように、外壁など非構造部材

に係る防災機能強化というメニューもご

ざいます。それと、第三中学校につきま

しては、耐震工事を実施する上で、一部

トイレにも耐震工事の影響があることか

ら、今回国の補正予算に対して交付金の

交付申請を行い採択をいただいたところ

から、校舎の１棟分の大規模改修、先ほ

ど申し上げました質的整備ということで、

トイレの全面改修を行うことが対象とい

うことになってございます。

○嶋野浩一朗委員長　中村参事。

○中村子育て支援課参事　ファミリーサ

ポートセンター運営事業のお問いについ

てお答えしたいと思います。

　この制度につきましては、地域におい

て育児のお手伝いを行っていただける方

と、育児の援助を受けたい方からなる会

員組織を設置し、安心して育児ができる

環境づくりを目的に実施しておるところ

でございます。

　事業につきましては、社会福祉協議会

のほうへ委託しておるわけでございます

けども、先ほど委員のおっしゃいました

ように、ファミリーサポートセンター運

営事業において、援助会員の拡大が課題

であることは十分認識しておるところで

ございます。ちなみに、今年の２月末ま

での活動件数といたしましては、学童保

育の迎えや保護者の方の病気等、休養時

の援助等として３０３件の活動の回数を

重ねておるところでございます。

　市といたしましても、今後、チラシや

市内で活動されている子育て支援団体、

今現在、具体的に言いますと、子育て応

援隊やそういった団体へのアプローチな

ど、さまざまな媒体を通しまして本事業

の周知に努め、援助会員の増加に努めて

まいる所存でございます。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係ります残りのご質問にご答

弁申し上げます。

　まず、保育所、待機児童に係りますご

質問でございます。先日もご答弁申し上

げましたように、平成２６年度の入所申

し込みにおきまして、２月末時点での入

所の保留となっております児童数は、安

威川以北では７６人、安威川以南では３

９人という状況でございます。

　その解消ということもあわせまして、

民間保育所におきましては、現在、安威

川以南地域の民間保育所において送迎バ

スの運行をされている保育園が３園ござ
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います。中には、ワゴンタイプの小型バ

スで乳幼児の送迎も行っていただいてい

る園もございます。

　一定、市といたしましても、安威川以

北地域をご希望されておられまして入所

できない状況の方については、このよう

なご紹介もさせていただいております。

また、新たに送迎バスの検討をされてい

る保育園もあるということを聞いており

ます。

　商店街の空き店舗の活用につきまして

は、これまでさまざまなご質問もいただ

いておりましたことから、市としてもこ

れまで検討してきた経過がございます。

ただ、一定面積を確保するという必要が

ございますし、また年齢に応じた授乳室

であったり、子ども用のトイレであった

りといった施設の整備が必要になってき

ますことから、今のところ実現に至って

いないという状況でございます。

　今後とも待機児童解消に向けた方策に

つきましては、さまざまな可能性を検討

して進めてまいりたいと考えております。

　続きまして、学童保育事業についてご

答弁申し上げます。

　近隣市の状況でございますけれども、

閉室の時間でございますけれども、５時

までとしている市が池田市、それから６

時までとしている市が茨木市、それから

６時半としているところが吹田市、高槻

市、それから７時までとしているところ

が豊中市、箕面市となっております。

　これまで保護者の連絡会との懇談や、

またひとり親の支援の観点から、母子福

祉会などからもご要望をいただいており

まして、近隣市の先ほど申し上げました

状況であるとか、また保護者からのご要

望等から、必要性につきましては認識し

ているところでございます。ただ、これ

までご答弁しておりますように、予算の

観点等を踏まえて、現時点では後年度の

負担等も影響がございますことから実施

に至っていない状況でございます。

　今年度、実施してきております子ども・

子育て支援ニーズ調査におきまして、学

童保育の項目も盛り込んできております

ことから、その結果の分析も踏まえて、

また先ほど申しました他市におきまして

は、通常の保育とは別料金の保育料体系

としているといったこともございますの

で、そのあたりも踏まえて、今後庁内で

議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。

○谷田児童相談課長　それでは、児童相

談課にかかわります教育相談事業、それ

から学校・家庭連携支援事業及び適応指

導教室事業の中の学生ボランティア、さ

わやかフレンドの取り組みについてご答

弁申し上げます。

　まず、教育相談事業でございますが、

児童、生徒、保護者、教職員を対象に、

臨床心理士である相談員が、不登校や学

校生活、発達、家庭問題等々の相談に応

じておるものでございます。

　平成２６年２月末現在でございますが、

教育センターでの相談件数は、延べ件数

でございますが、１，４８６件でござい

ます。主なものといたしましては、不登

校に関するものが延べ２４６件、子育て

やしつけに関することが延べ１２２件、

心に関する相談が延べ１０７件、発達に

関する相談が１４３件等でございます。

　続いて、学校・家庭連携支援事業でご

ざいます。各種学校区に１名ずつ家庭教

育相談員を配置いたしまして、家庭、そ

れから児童生徒や保護者等に対して、教

員とは違う立場で家庭訪問をするなどの

働きかけ、これを行いまして、不登校児

童生徒の登校支援、あるいは保護者の悩
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み等々、それをお聞かせいただく活動を

することによって継続した支援等々を行っ

ているものでございます。このことによ

りまして、悩んでいる保護者がかなりちょっ

と自信を取り戻してきたでありますとか、

子どもたちの規則正しい習慣、特に登校

における習慣等々が身につき、自分で登

校できるようになったというふうなケー

スも報告を受けておるところでございま

す。

　続きまして、適応指導教室事業のさわ

やかフレンドの取り組みについてでござ

います。これは、大学生の有償ボランティ

ア、これを家庭、あるいは学校等に派遣

することで、不登校の児童生徒の支援を

行っておるものでございます。

　現在、さわやかフレンドとして登録し

ております大学生及び大学院生の数は１

７名でございます。そのうち、学校から

の要請で学校に派遣いたしております者

が１１名、家庭に派遣しております者が

１名、それから、適応指導教室パルの中

で不登校の子どもたちにかかわっておる

者が１１名。以上でございます。

　今後も引き続いて不登校の子どもたち

へ適切な対応をやっていけるように取り

組んでまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、続きま

して、岡部課長。

○岡部学校教育課長　学校読書活動推進

サポーター配置事業、外国語活動支援事

業、小中一貫教育推進事業につきまして

ご答弁させていただきます。

　学校読書活動推進サポーターを配置い

たしました効果についてでございますが、

まず、いつでも子どもたちが学校図書館

を訪れた際、整然と落ちついた雰囲気の

図書館となるよう整備するよう努めてお

ります。とりわけ言語活動にかかわりま

して、教員以外にその学校の図書館に精

通した者がいるということは大変心強く、

日常的な読み聞かせ等を行っております。

　また、調べ学習のために関連本コーナー

などの設置などを積極的に行っておりま

す。特に、小学校低学年児童が本に親し

みやすくするための工夫なども行ってお

り、小中学校の図書委員等を活用した委

員会活動においては、教員とともに図書

委員の指導を行っています。中学校の図

書委員の中には、大変工夫した書店のよ

うな手づくりのポップを作成して、自分

が読んだ本を友達に勧めているなど、活

発に活動しております。

　現在、自治体への訪問等は行っており

ませんが、学校間の活動の成果をレポー

トにまとめて交流などをしております。

　新年度は、各学校において進んでいる

取り組みの交流を図っていき、読書推進

サポーターの資質の向上を目指したいと

思っております。

　続きまして、外国語活動支援事業でご

ざいます。小学校の外国語活動につきま

しては、月２回、外国人英語指導助手

「ＡＬＴ」を派遣しております。しかし

ながら、残りの２回につきましては、英

語に関しての特別な資格を持たない教員

が担当しているというところもございま

すので、なかなかデジタル教材である

「ハイ・フレンズ」等の活用について研

修等を行っておりますけれども、まだ不

足しているところもございます。

　今年度、平成２６年度、外国語活動支

援員を配置いたしまして、その学校の児

童に応じた外国語活動をどのように組み

立てていくか、またＡＬＴとともに授業

を行う際のアドバイスなど、経験のある

外国語活動支援員を派遣することで教員

の授業力を向上するとともに、楽しく外

国語活動を児童ができるように、そのよ

うな授業づくりも考えております。

－8－



　小中一貫教育につきましてご答弁いた

します。本市の連携型小中一貫教育の目

指すところは、小中学校が一体となって、

義務教育終了段階、１５歳の子どもの姿

に責任を持って取り組むものでございま

す。これらの生徒指導であったり、教科

指導であったり、学力向上であったり、

不登校や問題行動などについて効果を生

み出すものとして考えております。これ

らの取り組みは、それぞれの中学校区の

実態や特徴に合わせて育みたい力を設定

し、取り組みを進めております。そういっ

た意味でも、ご家庭や地域との連携は不

可欠だと考えております。

　中学校区に、学力向上であるとか、生

徒指導上の課題などが解消されるという

ような効果があらわれることにより、保

護者や地域からの学校への信頼、または

学校への応援のお気持ちが高まるものと

考えております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

かかわりますべふこども園の混合クラス

導入につきましてご答弁させていただき

ます。

　べふこども園では、現在、４歳児、５

歳児とも、保育所、幼稚園別々のクラス

運営を行っておりますけれども、平成２

６年度から、５歳児のみ混合クラスとい

たします。

　混合クラスの導入に当たりましては、

べふこども園の職員で構成しております

混合クラス検討会議、またこども園の職

員、保育所、幼稚園の保護者代表の方、

そして我々事務局で構成いたしますべふ

こども園つながり会議、こういった中で

ご意見をいただく中で、保育所、幼稚園

の４歳児の子どもが、１年間のこども園

の生活の中で大きく成長されてきている

姿が見える、また子どもがさらに仲よく

なって一緒に小学校に行ってもらいたい、

そして何より一体的運営のメリットを生

かす、こういった理由によりまして決定

したものでございます。なお、４歳児に

つきましては、平成２６年度も、特に幼

稚園のお子さんが初めての集団生活に入

られるということもございまして、別々

のクラスとさせていただきたいと思って

おります。

　現在の４歳児の子ども、来年、混合ク

ラスになるんですけれども、今も日ごろ

からグループ活動とか行いながら準備を

進めさせていただいております。保護者

の方につきましても、今の４歳児の保護

者の方が入園を希望された場合の説明会

においても、５歳児になられたときには

混合クラスとさせていただきますという

ご説明をさせていただいて、それを踏ま

えて入園していただいております。

　平成２４年度には、全体の保護者を対

象に、べふこども園のアンケート調査と

いうのも実施しております。

　今後もさまざまな機会を通してご意見

をお聞きしたいと思っております。混合

クラスだけでなしに、より一体的運営の

メリットが生かせるような施設となるよ

う取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　辻課長代理。

○辻生涯学習課長代理　それでは、生涯

学習課にかかわります公民館のバリアフ

リーの取り組みについてご答弁申し上げ

ます。

　市立学校公民館に係るバリアフリー対

策には、より利用しやすい施設を目指し

まして、従来より計画的にバリアフリー

対策を実施してきたところでございます。

　今までの対応状況について簡単に申し

上げますと、各館の出入り口には手すり

つきのスロープを設置いたしますととも
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に、障害者用トイレについても設置して

まいりました。それから、トイレの洋式

化につきましては先日ご答弁申し上げた

ところではございますけれども、委員おっ

しゃいますとおり、２階のトイレにつき

ましては、千里丘公民館、味生公民館、

別府公民館に２階のトイレがございませ

んでしたので、平成２１年度に２階のト

イレを新設いたしました。こちら洋式で

ございます。それから、平成２２年度か

ら平成２４年度にかけまして、各館の階

段に手すりを設置するとともに、トイレ、

こちらにつきましては特に和式トイレで

ございますけれども、手すりを設置いた

しております。

　今後の取り組みについてでございます

けども、完全バリアフリーを達成してい

く上で最もネックとなっておりますのが、

やはり１階から２階の移動でございます。

エレベーターが設置されているのは、現

行では安威川公民館のみとなっておりま

すことから、今回、千里丘公民館におき

まして、エレベーターの設置を含んだ大

規模改修を行っていきたいと考えており

ますけれども、残る公民館につきまして

も、よりご利用しやすい施設となります

よう、大規模改修実施のタイミング等に

合わせるなどいたしまして、順次必要な

改修を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、文化財

保護事業につきまして、新年度の取り組

みにつきましてご答弁させていただきま

す。

　来年度につきましては、本年度まで行っ

ておりました市の歴史ボランティア「ふ

るさと摂津案内人」を講師とした「ふる

さと摂津講座」の開催及び、そのふるさ

と摂津案内人を育成するための養成講座、

こちらの事業を継続して行ってまいりま

して、市民協働での郷土文化を継承する

事業を実施してまいりたいと考えており

ます。

　そのほかにつきましては、市内に現存

する古民家等の歴史的建造物について、

台帳整備や現況確認等を行っていきまし

て、将来的な文化財指定や文化財登録に

向けた調査を行ってまいりたいと考えて

おります。

　また、そのほかでございますが、これ

は平成２５年度より新たな取り組みとし

て行っておりますが、子どもたちに文化

財や歴史に興味を持ってもらうイベント

や教室などの開催を行っております。平

成２５年度は初めての試みといたしまし

て、「夏休みこども拓本体験教室」とい

うのを行いました。これは、実際に発掘

されました土器の破片や道標、道しるべ

ですね、旧街道に設置されております道

しるべ、そちらを和紙に写し取るという、

「拓本」と呼ばれる作業を実際に子ども

たちにしていただきまして、楽しみなが

ら文化財に触れるという体験をしていた

だくということを行いました。

　来年度以降につきましても、現在企画

しておりますのは、例えば土器を実際に

つくるでありますとか、また発掘の体験、

そういったことを行いまして、広い世代

への文化財の啓発を行ってまいりたいと

考えております。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課にかかわりますご質問にご

答弁いたします。

　全国大会参加補助事業の内容でござい

ますが、本事業は社会体育活動の一環と

いたしまして、国、地方、公共団体、ま

たは社会教育団体が主催する対外運動競

技の全国大会に参加する方や団体に対し
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まして、その大会参加に要する費用の一

部を補助し、本市の社会体育活動の充実、

発展を目的とした事業でございまして、

平成２４年度の実績でございますが、団

体が１件、個人が９件の合計１０件で、

２４万６，７４０円の執行となっており

ます。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員から要望

がございました中学校での自転車の交通

安全の研修でございますけれども、担当

課とご相談させていただきまして、どの

ような形で視察ができるのか、協議をさ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

　それでは、再度質問をお願いいたしま

す。

　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきました。

ありがとうございます。

　１点目の国の補助金について、交付金

ですね、ご説明いただきました。わかり

ました。

　私もこの教育関係の国の交付金につい

てちょっと見ていたんですけども、１０

項目以上あるんですけども、その中にエ

コ改修事業ということでございまして、

１つは、高効率型照明設備、あるいは点

滅調光装置を導入する工事、それからエ

ネルギーＣＯ２管理システムを導入する

工事、また新エネルギーを導入する工事

等々をされたときに補助金が受けられる

という。かなりのハードルはあると思う

んですけども、例えば大きな災害が起き

たときに避難所となる校舎、体育館でご

ざいますので、今後、耐震工事終わって、

それからトイレの改修もあります。かな

りの費用が要ると思うんですけども、そ

の後、やはり太陽光発電であったり、蓄

電システムであったり、そういった避難

所としての役割に電気というのは欠かせ

ない存在であると思いますけども、こう

いったエコ改修事業にまつわる交付金で

すけども、どのようにちょっと考えてお

られるのか、ちょっとお聞かせいただき

たいなと思います。

　それから、２番目の保育所入所に関す

る事業についてご答弁をいただきました。

新年度は１４０名の大幅な定員増を実施

していただくということで、バスの巡回

のこと等々ご答弁いただきまして、よく

わかりました。また、さらに努力をして

いただいて、待機児童の１人でも解消で

きるように努力をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。こ

れは要望としておきます。

　ここで、ちょっとさらに質問をさせて

いただきたいなと思うんですけども、関

連して、５０ページの保育所入所事務事

業について、改めてその事業の内容につ

いて、お聞かせいただきたいなというふ

うに思います。

　それから、３番目のファミリーサポー

トセンター運営事業についてです。さま

ざま周知の徹底に取り組んでいただきま

して、３０３件の活動ということでご答

弁ありました。このファミリーサポート

センターの仕事は、社会福祉協議会のほ

うでされていると思うんですけども、ホー

ムページのトップページ「せっつみんな

で子育てねっと」の下にでもリンクづけ

していただいて、さらに周知の徹底を図っ

ていただくよう、よろしくお願いします。

　やはり、例えば看護師をしておられる

方が、仕事が終わるのが夜７時、８時、

９時というふうになってくると思うんで

す。そういったときに、学童保育は低学

年でも５時半で終了。その空白時間があ

いてくるわけで、何を紹介するかという

たら、このファミリーサポートセンター

運営事業をご紹介するようになるんです。
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そこは、やっぱり登録していただいてと

なるんですけども、援助会員の方がやっ

ぱり少ないということでありますので、

どうか周知の徹底を図っていただきまし

て、子育て応援隊の方ですかね、２５０

名とご答弁も一昨日ありましたけども、

そういう方にどんどん働きかけていただ

いて拡充していただきますよう、よろし

くお願いします。これは要望としておき

ます。

　６番目です。児童相談課に関係します

教育相談事業、学校・家庭連携支援事業

についてご答弁をいただきました。それ

から、学生ボランティアのさわやかフレ

ンドについてご答弁をいただいたわけで

ございます。

　ここで、この際ちょっとお聞かせいた

だきたいんですけども、不登校の児童に

対しましては、さらにきめ細やかな寄り

添った対応をよろしくお願いします。

　ここで改めてちょっとお聞かせいただ

きたいんですけども、昨年の補正予算で

配置されました大阪府の緊急雇用創出基

金事業におきまして、保健室サポーター、

それからスクールサポートとして配置を、

各小学校でしたかね、配置をされました。

これは人材派遣会社のほうから派遣をし

ていただきましたけども、残念ながら今

年度で終わってしまうという事業なんで

すけども、先生方の声や保護者の方から

の声などを聞いていただいていると思い

ますけども、どのような効果があったの

か、お聞かせいただきたいなと思います。

　８番目の学校読書活動推進サポーター

配置事業についてご答弁をいただきまし

た。さまざま取り組みをしていただきま

して、公明党議員団としましても、全部

の小中学校まわれなかったんですけども、

視察もさせていただきまして、それぞれ

小中学校、工夫をされて取り組みをして

いただいておりました。さらに先進的な

事例も視察しながら、より子どもたちが

行きたくてたまらない学校図書室になっ

ていただけるように、どうかよろしくお

願いをしたいと思います。

　ちょっとこの際、何点かお聞かせいた

だきたいんですけども、国のほうにおい

て、学校図書館の充実のための地方財源

措置が平成２４年度から実施をされまし

た。平成２８年度までに、学校図書館、

図書標準冊数を整備することを目標に、

新たに学校図書館図書整備５か年計画を

策定され、計画的な学校図書館の図書の

整備に必要な経費について地方交付税措

置を講じることとなっております。さら

に、平成２４年度から学校図書館への新

聞配備及び学校図書館担当職員の配置、

これはサポーター、うちは配置していた

だいておりますけども、要する経費につ

いて地方交付税措置を講じられることと

なります。

　この国における学校図書館の充実のた

めの地方財源措置でありますけども、学

校図書館図書整備５か年計画の活用につ

いて、これは一般財源として交付される

ものと認識しておりますが、それから小

中学校、あるいは図書館、予算を計上さ

れておりましたけども、今後計画的な摂

津市のこの蔵書といった部分で、どのよ

うに教育委員会として考えていただいて

いるのか。ぜひ、一般財源ですので、い

ろいろほかの事業にもお金が要るわけで

すけども、どうか図書の分を確保してい

ただきたいという観点から、さらに拡充

していただきたいという観点からお聞か

せいただきたいなと思います。

　それから、９番目の外国語活動支援事

業について、さまざまご答弁をいただき

ました。よくわかりました。

　学力向上の観点からお聞かせいただき
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たいんですけども、１つは、新規事業の

全国学力・学習状況調査、調査結果の概

要ということで見せていただきました。

その中で私が思いましたのは、この「い

じめはどんな理由があってもいけないこ

とだと思う」と肯定的に回答している児

童の割合は平成２４年度と比べ高くなり、

全国平均と同様であるということであり

ます。これ小学校です。中学校でも同じ

ようなアンケートの結果ということであ

ります。先生方の努力が本当にここでは

見えてくるんですけども、このいじめに

関しての学校での教育の部分をどのよう

にしていただいておるのか、ちょっとお

聞かせいただきたいなと思います。

　それからもう１点は、教育改革フォー

ラムでいろいろ講演もされまして、私も

参加させていただいたんですけども、こ

ういった教育改革のフォーラム的な全国

学力学習状況調査の報告会などを、でき

たら中学校単位、あるいは小学校単位で

やっていただくと、よりきめ細やかな対

応ができるんじゃないかなというふうに

思うわけですけども、その考えをお聞か

せいただきたいなと思います。

　そしてもう１点ですけども、この調査

結果からも見えますけども、１日にテレ

ビゲームをする時間ということで、全国

平均よりもちょっと小中学校、上回って

おりましたけども、今、本当に近年イン

ターネットが普及しておりまして、小中

学校に対しますインターネットの依存の

対策について、若狭次長には、よく講演

会をしていただいておりますけども、摂

津市として、教育委員会としての、この

インターネットの依存の対策について、

この際お聞かせいただきたいなと思いま

す。

　それから、１１番目のこども園管理運

営事業について、混合クラスについての

ご答弁をいただきました。さらに幼保一

体運営のメリットを生かしていただいて、

さまざまな観点から取り組みを進めてい

ただきたいと思います。これは要望とし

ておきます。

　それから、１２番目の学童保育事業に

ついて、他市の状況も聞かせていただき

まして、吹田市は６時半までですかね、

それから豊中市は７時というふうに延長

されている市もあるわけですから、先ほ

ど申しましたように、夜７時、８時、９

時まで仕事をされている方もいらっしゃ

るということで、時間延長を視野に入れ

て今後も取り組みを進めていただきます

ように、よろしくお願いします。これは

要望としておきます。

　それから、１３番目の公民館施設改修

事業について、バリアフリーの観点から

ご答弁いただきました。よくわかりまし

た。さらに、小さなことから、ハードな

予算がかかることもありますけども、１

つ１つでございますけども、バリアフリー

を進めていただきますよう、よろしくお

願いします。特にハンディキャップを持っ

ておられる方、また高齢者の方の対応と

いうことで、よろしくお願いいたします。

要望としておきます。

　１４番目の文化財保護事業についてご

答弁いただきまして、子どもたちに興味

を持っていただくといった取り組みも進

めていただくということでございます。

　旧一津屋公会堂ですけども、第６集会

所、これは平成２３年６月１５日に有形

文化財として指定をされましたけども、

今後の取り組みということで、ちょっと

この際お聞かせいただきたいなと思いま

す。

　それから、１５番目の全国大会参加補

助事業ということで、実績等々を含めて

ご答弁いただきました。わかりました。
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　これは、全国大会への出場ということ

でハードルがあるわけですけども、例え

ばハンディキャップを持っておられる方

が大阪府の大会に出場しなければならな

い場合とかの補助というものはないのか

というお声もありまして、ちょっとその

観点から、余りやっている自治体もない

のかなと思うんですけども、ご答弁をい

ただきたいと思います。

　それから、１６番目の小中一貫教育推

進事業について、地域と保護者との連携

ということでご答弁いただきました。何

よりも私は、さまざまな小中一貫教育の

取り組みをやっていただいておりますが、

保護者、そして地域との連携もさらに推

進していただきますように、よろしくお

願いします。

　ちょうど私の次男が６年生でありまし

て、第一中学校へクラブの体験に行かせ

ていただきました。サッカーやっている

んですが、先生に声をかけていただいた

というふうに喜んでいました。そういう

ネットワークもさらに取り組みを進めて

いただきますよう、よろしくお願いをい

たします。

　これで、２回目終わります。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

求めます。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

にかかわりますご質問にお答えさせてい

ただきます。

　委員ご質問のとおり、環境負荷の低減

などの改善を行うエコ改修事業として交

付金のメニューがございます。その中で

は、ＬＥＤ照明など高効率型の照明設備

などの導入や、太陽発電など新エネルギー

設備の導入などのメニュー等々もござい

ます。

　この交付金でございますけれども、交

付金の設定金額に下限額がございます。

エコ改修の下限額につきましては、７，

０００万円という下限額、それ以上の工

事費が必要であると。なおかつ、老朽改

修の工事費全体に係る割合で、占める割

合が半分以上、５０％以上というものが

対象となってございます。なかなか厳し

い財政の中で行うのは厳しいかなという

ふうには思っております。

　また太陽光パネル等につきましては、

学校の屋上に設置する場合、また新たな

荷重がかかってまいりますことから、文

部科学省におきましては、太陽光パネル

設置の場合、再度耐震診断が必要になっ

てくるということもお聞きしております。

場合によりましては、新たな耐震工事も

必要ということもあると聞いております。

教育委員会といたしましては、平成２７

年度までに耐震化１００％を目指してお

ります。また、その後も外壁の劣化の対

策やトイレの全面改修等大きな課題もご

ざいますので、今後また関係各課とも協

議しながら、優先順位を見きわめてまい

りたいというふうに思っております。

　なお、ＬＥＤ照明等につきましては、

先日のご答弁でもさせていただきました

が、機器の交換が必要な改修があった場

合につきましては、ＬＥＤの照明に進ん

で交換させていただいているということ

でご理解をお願いいたします。

　それと、学校図書の交付金、地方財政

措置ということでのお問いでございます。

この分について、私のほうからご答弁さ

せていただきます。

　この学校図書館整備５か年計画という

ものでございますけども、当初、平成１

９年度からスタートがされております。

そこから、平成２１年度末でありますけ

ども、これ国のほうが出しておる資料で

ございますけれども、蔵書冊数に達して
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いる学校、全国平均、小学校で５０．６

％、中学校で４２．７％で、約半数の学

校だけしか蔵書数が達成できておらない、

まだまだ十分な整備ができていないとい

うことで、平成２４年度から新たな学校

図書館整備５か年計画が出されたもので

ございます。

　本市の学校図書室の蔵書数でございま

すけれども、先日のご質問もございまし

たように、小学校１０校での平均が８４．

３％、中学校５校での平均で８１．７％

ということで、充足率を達成している学

校は２校にとどまっておるところでござ

います。

　本市といたしましては、この５か年計

画で打ち出されております一般財源とし

て交付されておる交付金は、市全体のバ

ランスも考えながら決定されているもの

と考えております。また、この学校図書

館全体に対していただいておりますその

算定金額でございますけども、財政方よ

り、その金額同等以上にいただいておる

予算措置を行っていただいているという

状況でございます。今後、蔵書数に達成

していない学校等につきましては充足で

きるように学校とも協議して、１００％

以上になるように進めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午前１１時３分　休憩）

（午前１１時４分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開させていただ

きます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、保育

所の関連のご質問にご答弁申し上げます。

　保育所入所事務事業の内訳についてと

いうご質問でございましたけれども、本

事業は入所に関する事務的な経費を計上

させていただいているものでございまし

て、平成２５年度の当初予算９２万９，

０００円と比較すると、大きく増加して

きております。これは、子ども・子育て

支援制度に対応した電子システムの構築

費用として、平成２６年度に１，５０１

万２，０００円を計上することが要因と

なっております。

　なお、これにつきましては大阪府の安

心こども基金が活用できるということか

ら、平成２５年の第３回定例会におきま

して、債務負担としてご承認いただいた

ものでございます。

　今後とも円滑な入所事務に努めてまい

ります。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。

○谷田児童相談課長　そうしましたら、

いじめについての学校での取り組みにつ

いてのご質問にご答弁のほうをさせてい

ただきます。

　いじめにつきましては、いろいろなと

ころでご答弁のほうもさせていただいて

おるところではございますけども、学校

での取り組みにつきましては、やはり事

象が起こったときの対応というふうなこ

とも非常に重要ではございますが、やは

り、もう未然防止、いじめが起こらない

ようにしていくというふうな取り組みが

やはり一番重要ではないかというふうに

考えております。学校のほうでもそのあ

たりのことを考えまして、やはり未然防

止の取り組み等々に力を注いでおるとこ

ろではございます。

　やはり、人権尊重の精神に立った学校

づくりというふうなものは、当然、各学

校でベースに置いているところでござい

ますけども、その中で、やはりいじめは

いけない、許さないというふうな気持ち

を子どもたちに起こすためには、道徳の

時間だけではなく、さまざまな特別活動、
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あるいは行事等々での集団づくりといい

ますか、子どもたちの望ましい人間関係

ができるような集団づくり、そういった

活動を非常に重視しながら、いろんな取

り組みを進めておるところでございます。

　また、子どもたちの自発的な活動です

ね、児童会でありますとか生徒会活動の

中で、いじめは許さないというふうな活

動につながるような取り組み等々も行っ

ております。

　特に、中学校におきましては、大阪府

の教育委員会が生徒会サミットを毎年開

催しておりますけども、昨年度は第一中

学校、本年度は第二中学校のほうの生徒

会が本市の代表として参加いたしまして、

本年度の第二中学校の取り組みにつきま

しては、いじめのことについて学校でど

んな取り組みをしているのかということ

で、特に「あいさつ運動」を中心に、み

んなで大きな声で挨拶ができることから

関係をつくっていく中でいじめというも

のを防いでいきたいというふうなことを、

その生徒会サミットの中で第二中学校の

ほうの実践として発表したというふうな

報告を受けておりますので、そういった

活動等々を通じて、いじめはいけないん

だというふうな気持ちを子どもたちに高

めていくというふうなことを、現在、学

校のほうで取り組んでおるところでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　私のほうからは、

保健室サポーター配置事業、スクールサ

ポートスタッフ配置事業についてご答弁

申し上げます。

　サポーターとして配置された方には、

かつてさまざまな職種を経験された方が

おられますので、その経験を生かして学

校のほうでご活躍をしていただいており

ます。

　一例を挙げますと、学校からの声なん

ですけれども、少し元気がなくなったク

ラスへの入り込みをしてもらって、担任

も子どもたちも非常に元気になることが

できたので、できたら続けて来てほしい

というような声も実は聞いております。

　また、学校によりましては、きめ細か

い対応をしたいところではございますが、

なかなか人員にやや不足をするところが

あるというところもありまして、不登校

等で丁寧な対応ができていなかった部分

もございます。そのときに、不登校の子

どもへの送り迎えであったりとか、それ

から、その子どもが教室に上がる前に保

健室で時間を過ごすようなときに一緒に

話をゆっくり聞いてあげるような、そう

いうような取り組みをしていただきまし

た。

　また、教員免許を有したサポーターも

おいででしたので、授業に入り込んで、

なかなか学習に前向きに取り組まない生

徒に対して、何度も丁寧に声をかけるこ

とによってやる気が出たというような声

を生徒のほうからもらっているなどとい

うような声を聞いているというふうに把

握しております。

○嶋野浩一朗委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　それでは、学

校単位の学力調査報告会、それからイン

ターネット依存についての対応、この２

点についてご答弁いたします。

　まず、学力調査の学校単位での報告会

の件でございますが、学力調査結果その

ものにつきましては、それぞれ受験した

６年生、中学３年生に個票という形で返

却されます。その際、単にそのペーパー

を返却するのでなく、懇談会などで簡単

な説明を加えたのちに返却するよう、こ

れまでも指導してきたところでございま

す。
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　学校がどのような課題を抱えているの

か、あるいはどのような学力向上の取り

組みを行っているのか、これはそれぞれ

の保護者、あるいは子どもたちに対し学

校が説明する責任があると、このように

思っております。ましてや、点数がいろ

んなところでひとり歩きする問題もあり

まして、子どもたちの必要でない劣等感

でありますとか、間違った優越感、持つ

必要のないこういうものを持つことによっ

て学校が好きになれないということも出

てきますので、丁寧な学力調査の学校ご

との報告、説明はこれまでも指導してき

たところでございます。

　ただ、単独での実施というのは保護者

のほうも集まりにくいのではないかとい

うこともございますので、少なくとも当

該学年、うまいこといけば次年度も含め

て、小学校でしたら５年生、中学校でし

たら２年生あたりの保護者も含めた、ほ

かの行事とあわせたような報告会ができ

ないものかと、このように進めていると

ころでございますし、私どもも、学校か

ら要請があれば、学校に出向きまして報

告会のお手伝いをしたいなと。あるいは、

教職員への説明、単位ＰＴＡへの説明会、

このようなものを過去実施したこともご

ざいますので、また話を進めてまいりた

いなと思っております。

　２点目、インターネット依存の問題で

ございますが、現在の学習指導要領では、

小学校、例えば６年生ですと、最低、年

間９８０回の授業を行うということに定

められております。４５分授業ですから、

９８０回、４分の３時間を掛けますと、

年間７３５時間ですかね。７３５時間は

授業を受けているわけです。ところが、

毎日２時間テレビを見る、あるいは２時

間インターネットをすると。これ３６５

日を掛けますと７３０時間になりまして、

１日２時間のインターネット接続、そう

いった情報で１年間の授業の情報量と一

致してしまうということで、そういう意

味からも、そのインターネット依存の問

題を重く受けとめております。

　今年度、小中学校では、１学期の間に、

摂津警察、それから豊中サポートセンター、

あるいは携帯会社、このようなところか

ら講師をお招きし、インターネット依存、

情報モラルについての指導を行ったとこ

ろです。

　特に、３学期になりましても、メール、

それからＬＩＮＥというアプリケーショ

ン、そうしたものを使用したトラブルは

相次いで発生しているところから、もう

一度、小学校へ教育委員会のほうでまわ

りまして、２点について指導を繰り返し

てきました。１つは、つながり方、出会

い方を間違えてはいけないということで、

つながり方を間違えることで被害者にな

るといったあたりの指導。もう１つは、

直接出会っていた友達、コミュニケーショ

ンをとっていた友達と、携帯とかメール

を使用することでトラブルが発生した。

そのあたりのトラブルの仕組みなんかを

指導しまして、インターネット依存、そ

れから情報モラル教育の再指導を行って

きたところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、第６集

会所、旧一津屋公会堂の来年度の取り組

みについてご答弁させていただきます。

　来年度、大きなものといたしましては、

「まちごとフィットネス！ヘルシータウ

ンせっつ」事業というものがございまし

て、この週末、３月１５日にコース開き

がされます「うきうき歴史街道別府・一

津屋コース」のコースとして、この旧一

津屋公会堂が設定されております。健康

を増進しながら楽しく歴史を学んでいた
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だけるということで、文化財の啓発事業

といたしましても望ましいものと考えて

おりますが、単にコース内の１ポイント

ではなく、歴史を学んでいただけるとい

う環境づくりが必要かなと考えておりま

す。我々といたしましては、見学会など

の開催、もしくはウォーキングリーダー

に対する説明等を行いまして、健康づく

りと歴史を学んでいただくということの

両立というものを目指して取り組んでま

いりたいと考えております。

　また、そのほかの事業にいたしまして

も、平成２５年５月に、市の広報誌によ

ります文化財の特集号の発行、もしくは、

平成２５年度には改修工事完了を受けた

見学会を実施しまして、そちら、大変多

くの市民の方がおいでいただきましたが、

それを受けまして、ぜひ使ってみたいと

いうことで、市民団体の方がその第６集

会所を利用しまして歴史的イベントなど

を市民団体の方が実施されております。

本市といたしましては、協働の観点から、

そういったイベントのサポートやお手伝

い等をさせていただきまして、旧一津屋

公会堂の啓発に努めてまいりたいと考え

ております。

　こちらの施設につきましては、耐震や

バリアフリー、また交通手段の面から、

市としては大きなイベントは現在のとこ

ろ難しいものとは考えておりますが、地

道な啓発活動が必要であると考えており

ます。今後とも啓発につきまして進めて

まいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁ありがとうござ

います。

　１点目の国の交付金を活用してのエコ

改修事業についてご答弁をいただきまし

た。一般財源も要ることですし、将来は

そういった大規模災害における避難所と

しての機能の充実の観点から、太陽光発

電、あるいは蓄電システム等々の導入も

視野に入れて検討をしていただきますよ

う、よろしくお願いします。うまく交付

金を活用していただいて、どうかよろし

くお願いをいたします。

　それから、２点目の保育所入所事務事

業についてご答弁をいただきました。一

昨日の委員会でも、地域子育て支援運営

事業におけるつどいの広場の取り組みと

いうことで、市役所で気軽に子育て相談

や子育て制度の紹介を受けることができ

るせっつ子育て応援広場について小林課

長からも説明がありまして、２５０名の

子育て応援隊の取り組みもご紹介があり

ました。

　ここで、例えば横浜市で取り組んでお

られます、これは「保育コンシェルジュ」

などの活用した待機児童対策の取り組み

をされているんですけども、「市の非常

勤嘱託員である保育コンシェルジュは保

育サービスに関する専門相談員です。保

育を希望する保護者の相談に応じ、認可

保育所のほか、保育室や一時預かり事業、

幼稚園預かり保育などの保育サービスに

ついて情報提供を行います。保護者ニー

ズと保育サービスを適切に結びつけるこ

とを目的として、各区ごとに家庭支援課

に配置しております」ということで、具

体的な業務は、保育サービスの利用に関

する相談、そして入所保留時のアフター

フォロー業務、それから保育資源、保育

サービスの情報収集業務、そしてその他

保育サービスの提供ということで、等々

されております。

　また、これは千葉県の松戸市ですかね、

「子育てコーディネーター」として、そ

ういう制度がありまして、きめ細やかな、

お一人お一人に、待機児童を解消するた

めに。摂津市でも担当課の方が電話をさ
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れて、ここの保育所どうですかというご

案内等々はしていただいていると思いま

す。一体的な、例えばファミリーサポー

トセンターを紹介するとか、そういった

一体的な保育のご案内をする、また相談

をしていくという観点から、こういった

取り組みについてどのように考えていた

だけるか、ちょっとご答弁をいただきた

いなと思います。

　それから、６番目に言いました保健室

サポーター、そしてスクールサポートス

タッフ配置事業についてご答弁をいただ

きました。

　残念ながら、１回は今年度で終了して、

そして補正でまたご検討、予算請求をし

ていただいて、７月からまたなるという

ことで、４、５、６月の３か月あいてし

まうわけでございます。

　私の知っている方で、おばあちゃんな

んですけども、お孫さんが不登校で全然

学校に行けなかったけども、このサポー

ターに来ていただいて、すごくその人が

好きになって学校に行けるようになった

ということでお声を聞きまして、今年度

で終わるんでしょうということで、大変

残念なんですけども、一旦終わるんです

ということで言ったんですけども、こう

いった事業を、学校の先生じゃない立場

からの方というのは、先ほどご答弁いた

だきました学生によるさわやかフレンド

もそうですけども、やっぱり不登校解消

に向けて大変効果があるんじゃないかな

というふうに思うわけであります。

　恒久的な何か事業に、この緊急雇用と

いう部分を含めていると思うんですけど

も、恒久的に何か継続的にできないかな

と。先生も授業等々で手いっぱいだと思

うんです。その中、朝、子どもたちを迎

えに行ける立場の方というのは、寄り添っ

てきめ細やかな対応できる方というのは

本当にありがたいと思いますので、担当

課の部長、次長からもしご答弁いただけ

るんであったら、今後の考え方としてちょっ

とご答弁いただきたいなと思いますんで、

よろしくお願いします。

　それから、８番目の読書の件について

ご答弁いただきました。ありがとうござ

います。

　ここで提案をさせていただきたいなと

思いますけど、さらに読書が好きだと多

くの児童生徒が思えるよう、図書室の環

境の整備、新たな取り組みに向けて改め

て提案をさせていただきます。

　１点目には、学校図書標準冊数を割り

込んでいる小学校は９校です。それから、

中学校４校ということは、２校が達成し

ているということでございます。図書の

購入のための予算措置を行っていただき

まして、各校とも新聞の配置ですね、新

聞が配置されていたとこもございました

ので、全校配置できるよう、よろしくお

願いします。それから、予算措置ですね。

よろしくお願いします。また、既に実施

していただいております子どもたちへの

アンケートをとっていただきまして、で

きる限り要望の多くあった本の購入をよ

ろしくお願いします。

　それから２点目に、学校読書活動推進

サポーターがそれぞれ工夫をしていただ

いておりますが、さらに探したい本がす

ぐに見つかるなど、書架の配置を検討す

るなど工夫もしていただいて、よろしく

お願いします。

　それから３点目に、古い図書の整理や

傷んだ本の補修、また紫外線で図書が傷

まないように窓のカーテンを設置されて

いたところもありましたけども、窓にカー

テンを取りつけるなど、工夫をよろしく

お願いします。そして、小学校図書館に、

子どもたちが床に座って読書ができるス
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ペースの配置をしていただいていたとこ

ろもあります。畳やじゅうたんとかして

いただいて。全ての学校がこのようになっ

たらいいなということで思いましたので、

そういった工夫もよろしくお願いします。

　それから４点目で、変化の激しいこれ

からの社会を担う子どもたちに、基礎的

な知識、そして技能とともに、それらを

活用してさまざまな問題に積極的に対応

していける力をつけていくことが重要で

あることから、このような力を育む上で、

学校図書室を学習、あるいは情報センター

として年間利用計画を立てていただいて、

計画的な活動をお願いします。

　それから５点目に、今後、学校・地域・

保護者のネットワークの拠点となるよう、

放課後などの時間を活用して、ボランティ

アの方による読み聞かせの開催やつどい

の広場といった、学校図書室を保護者や

地域の方への開放も視野に入れて検討を

よろしくお願いします。

　それから６点目に、子どもの読書の日、

４月２３日です。また、文字・活字文化

の日、１０月２７日を記念日としていた

だきまして取り組みをよろしくお願いし

ます。

　それから７点目に、子どもたちがより

読書に親しめるよう、市独自の読書ノー

トなどの作成、そしてビブリオバトルを

取り入れていただきまして、学校大会や

市全体での大会など企画していただきた

いと思いますが、この点について考えを、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、９番目のいじめの対策、子

どもたちへの対応をご答弁いただきまし

た。いじめはどんな理由があってもいけ

ないことだと思う全国平均、大阪府平均

をさらに上回れるように、先生方の努力

をよろしくお願いします。

　そして、教育改革フォーラム、あるい

は学力学習状況調査報告会等々、積極的

にやっていただいております。さらに小

学校区などで行っていただければ、より

多くの方が市の教育委員会としての学力

向上に対しての取り組みがわかるんでは

ないかと思いますので、さらなる推進を

よろしくお願いいたします。

　そして、インターネット依存の対策に

ついて、本市でも非常に重要であること

だというふうにご答弁いただきました。

保護者の方もあわせて、そういった講演

会等々をまた開催していただいて、今こ

んな状況ですよということで、危ないで

すよということで知らせていただくよう

に、よろしくお願いをいたします。これ

は要望としておきます。

　１４番目です。第６集会所、旧一津屋

公会堂の今後の取り組み、ご答弁いただ

きました。どうか地域の方と連携をとっ

ていただいて、有効利用を含めて、また

大阪府、あるいは全国に、摂津市には建

物があるということで発信できるような

さらなる取り組みをよろしくお願いいた

します。

　それから、１５番目ですけども、全国

大会参加補助事業についてご質問させて

いただきました。担当課が違うというこ

とであります。このようなお声が、ハン

ディキャップを持っておられる方が、全

国大会や大阪府大会等々に参加したとき

の補助はないのかというお声がありまし

たので、そういったお声をちょっと受け

とめていただいて、今後の制度に反映し

ていただきますよう、よろしくお願いを

いたします。

　３回目終わります。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

求めます。

　小林課長。

○小林こども教育課長　保育所入所事務
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事業のうちの地域子育て支援運営事業に

かかわります点につきまして、私のほう

からご答弁させていただきます。

　子ども・子育て支援新制度、平成２７

年度から始まりますけれども、その中で

は、質の高い幼児期の学校教育、保育の

総合的な提供。また、保育の量的拡大確

保に加えまして、地域の子ども・子育て

支援の充実に取り組むこととなっており

ます。

　南野委員からもありましたように、横

浜市の保育コンシェルジュというのは、

区役所に非常勤職員を配置されている。

松戸市のほうは、地域子育て支援拠点、

つどいの広場の中心スタッフは、子育て

コーディネーターとして位置づけられて

いるといったことで、私も資料を見させ

ていただいて存じ上げているところでご

ざいます。いずれも子育て中の保護者か

らの相談であったり、保育所、幼稚園の

子育て支援施設に関する情報の提供を行

うなど、身近な場所での子育て支援を行っ

ている制度であると考えております。

　先般行いました子ども・子育て支援の

ニーズ調査からも、子育てが楽しいと感

じられていることのほうが多い方ほど地

域の方に支えられていると感じられてい

る。また、子育て支援サービスの利用率

も高いといった傾向にございます。本市

では、子育て応援隊として取り組んでお

ります子育て応援広場や、さまざまな場

面で応援隊の方が子育て相談や情報提供

を行っていただいております。また、教

育委員会でも、窓口に来られた方に対し

ては、担当職員が制度の紹介とか保育に

関する情報、またホームページ、子育て

情報誌の発行などでいろいろな情報提供

をしております。

　横浜市が取り組まれております、保育

コンシェルジュは、保育士の資格は特に

求められておりませんけれども、保育サー

ビスに関する専門相談員という位置づけ

でございます。配置されるときに３日間

の研修、またそれぞれの区に応じた制度

の個別研修というのも受けられた中で、

その区の保育サービス、子育て支援サー

ビスの情報提供をするために、知識も高

められている方といったことを位置づけ

られております。

　本市でもこういった子育て支援サービ

スに取り組んでいくんですけれども、先

進的に取り組んでおられます横浜市であっ

たり松戸市、これから他市でもされるか

もわかりませんが、こういったことをい

い例として参考に研究してまいりたいと

考えています。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　私からは、読書活

動についてご答弁申し上げます。

　読書ノートの作成についてでございま

すけれども、各小学校では、発達段階に

応じて、工夫を凝らした読書カードを作

成しております。感想を書く欄があった

り、中には、保護者の方にその読書カー

ドを見ていただくよう働きかけをしてい

る学校もございます。そのような特色の

ある工夫をした読書カードを、教員とと

もに連携しながら、よりよいものができ

るよう取り組みを深めていきたいと思っ

ております。

　続きまして、ビブリオバトルにつきま

してでございますが、現時点では全市的

に積極的な取り組みは行っておりません

が、以前、熱心に取り組んでいるサポー

ターもございますので、情報共有をしっ

かり行い、実施に向けて研さんを積んで

いきたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、保健

室サポーター等の事業につきましてご答

－21－



弁させていただきます。

　先ほど委員からもご指摘ありましたよ

うに、学校にいろんな方が入られて、そ

れぞれ役割分担をしながら子どもたちに

かかわっていくということが、子どもた

ちが安心して学校で学べる居場所づくり

にとても非常に有効であるということを、

今回また改めて認識したところでござい

ます。教育委員会としましても、今まで

もこのような考え方のもとに、学級補助

員を初めとしましたさまざまなマンパワー

を学校に配置させていただきまして、学

校の取り組みを支援して成果を上げてき

たところだと考えております。

　ご指摘の保健室サポーター等につきま

しても、実は来年度も大阪府から、国の

緊急雇用の情報提供がございまして、今

実施しております保健室のサポーターの

配置とか、あるいはスクールサポートス

タッフの配置とか、こうした事業が継続

して実施できないものかということで、

財政とも協議し、府にも働きかけまして

努力してまいりましたけども、時間の問

題もありまして、４月時点での事業実施

については断念せざるを得ないような状

況ではございます。

　今後も、引き続きその事業が認められ

ますように、府にも働きかけまして、で

きるだけ早い時期に予算計上ができれば

というふうに思っております。それから、

今後もそうした国の緊急事業や、あるい

は補助のあるような事業については積極

的に手を挙げて活用して、学校への配置、

学校の取り組みを支援してまいりたいと

いうふうに思っております。

　また、どうしても補助事業等になりま

すと、その事業目的が限定されるという

ことがございますけれども、市単費で配

置しております人材等もございます。基

本的な目的をはっきりさせながらも、や

はり学校それぞれいろんな状況が違うと

思いますので、学校の状況に応じてそう

した人材を有効に活用できるような仕組

みもいろいろ工夫をしながら、委員ご指

摘もありましたように、継続した取り組

みができるような形となりますように、

今後も引き続き努力してまいります。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　保育コンシェルジュ、

また子育てコーディネーター事業につい

て、考え、ご答弁いただきました。ぜひ

今後の機構改革への反映をしていただき

たいと思います。摂津市子ども・子育て

支援事業計画にも通じると思いますし、

子育て世代の保護者の方へのきめ細やか

なサービスの提供は、今後もさらに大事

であると思います。安心して子どもが産

み育てられるまち、摂津の構築目指して

大事な取り組みであると思いますので、

どうかよろしくお願いします。要望とし

ておきます。

　それから、読書の部分で、市独自の読

書ノート、そしてビブリオバトルの取り

入れについてご答弁をいただきました。

工夫を凝らして取り組んでいただいてい

るところもあるということで、読書ノー

トについては全市的にできるように、ビ

ブリオバトルもそうですけども、全市的

に取り組みが進めるよう、また今後も推

進していただきますよう、よろしくお願

いします。要望としておきます。

　それから、平成２５年の、先ほど申し

ましたけども、全国学力・学習状況調査

の結果を見ましても、読書は好きだと回

答した本市の児童生徒は、昨年に比べる

と低くなっておりますが、全国、大阪府

と比べて非常に高い状況でありました。

さらに読書が好きだと多くの児童生徒が

思えるよう、図書室の環境の整備や新た

な取り組みをよろしくお願いします。要
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望としておきます。

　それから、保健室サポーター、そして

スクールサポートスタッフについてご答

弁をいただきました。短期間ではござい

ましたけども、やはりそのサポーターの

方と子どもと心が通じ合ったのかなとい

うふうに思います。それがやっぱり離れ

てしまうと、また新たな方が来て、非常

に時間がかかってくる。すぐに慣れてい

ける子もいてると思うんですけども、そ

ういった心の問題もこの事業には含まれ

ているのかなと思いますので、どうか恒

久的な制度になるようにお願いをいたし

まして、これ要望としておきます。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　質問のほうをさせて

いただきたいと思います。

　まず、予算概要に従って進めていきた

いと思います。先日からほかの委員がい

ろんなご質問をされておりますので、重

複するところはなるべく避けていきたい

というふうに思っております。そして、

ちょっと違う観点からというところは、

改めて質問をさせていただきたいと思い

ます。

　まず１つ目は、５０ページにございま

す子育て支援課の民間保育所入所承諾事

業でございます。こちらのほうは、もう

先ほどからずっと皆さんがご質問なさっ

ておりますので、まとめて。まず、この

２０１５年新制度に伴う、この待機児童

の見込みをどれぐらい出されているのか。

それから、実際、安威川以南と安威川以

北の待機児童の数は先ほどからお聞きし

ておりますので、希望の保育所、どこが

一番多いのか。また、どこが実はあいて

いるのか。ここをちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。

　２つ目は、ファミリーサポートセンター

運営事業でございます。先ほど南野委員

もファミリーサポートセンター運営事業

についてはご質問されておりましたので、

私のほうからは、このファミリーサポー

トセンター運営事業、大阪府のほうから、

また国のほうからの事業ということでやっ

ておりますが、実際、今現状、ファミリー

サポートの活動状況を調査されているの

かというところ。例えば、会員数。会員

の年齢はもちろんですけども、男性会員。

それから、依頼会員の就労形態。それか

ら、活動件数。例えば、ひやりとかはっ

とした事例があるのか。活動中の安全の

取り組み。こういったことも含めまして、

ファミリーサポートセンター運営事業に

ついてこれまで検証されているのか。

　そして、今後、このファミリーサポー

トセンター運営事業に関して一番大きな

問題となっておりますのが、要は病児・

病後保育の件でございます。こちらに関

してファミリーサポートセンター運営事

業の取り組みに関して検討されているの

かどうか。また、現状をお聞かせいただ

きたいと思います。

　続きまして、地域子育て支援運営事業

でございます。子育てに関する講座、相

談、親子教室などの運営経費として、こ

の地域子育て支援運営事業をされている

ということでございます。これは、もう

子育て拠点のつどいの広場事業、こういっ

たことをされていると思いますけれども、

この現状の、今されている問題点をお聞

かせいただければなと思います。

　続いて、４点目でございます。１００

ページの教育総務課の教育委員会事業に

ついてでございます。今現在、この教育

委員会の報酬について、この教育委員会

は、市町村に教育委員会を置かなければ

ならないという地方自治法がございます。

報酬を幾らかにするかという規定はして

おりませんけれども、人数は基本的に５
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人、市や県は６人以上にすることもでき

るというような、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律で決まっております

けれども、現在この摂津市の教育委員の

報酬に関しましては、一人頭、大体約１

３０万円、大体月１０万円前後かなとい

う計算でございますけれども、近隣の市

で申し上げますと、茨木市が、教育委員

長が日額３万３，０００円、教育委員が

３万円。吹田市は、教育委員長が２万８，

２５１円、それから教育委員が４万７，

６５８円、月額で２０万６，０００円と

１９万５，０００円となっております。

　この摂津市の報酬が少ないとか多いと

かということではございませんで、例え

ば、今現状、公立学校の入学式や卒業式

に参列するとしても、どの委員でも１人

大体１校ないし２校をかけ持ちして、２、

３か所。４０万人ある都市でも、５人で

大体守備できる仕事を、１万人も満たな

いような自治体も５人でやっているとい

うような現状がございます。

　こういった中でよく言われているのが、

教育委員会が形骸化しているというよう

なことが言われているんですけれども、

昨日、教育委員会の改革の合意で、教育

委員会改革制度をめぐる協議が１１日に

ある程度決着したということでございま

す。首長に、もともと教育長の任命権を

付与して、問題が発生した場合は、首長

が総合教育会議で速やかに対応を協議す

るということを目的に、この制度を何と

か通そうと自民党として頑張ってきたわ

けでございますけれども、今回、教育行

政の最終的な権限は、従来どおり教育委

員会に残ると。それから、教育委員会は、

引き続き最終責任者としての姿勢が問わ

れることになったと。改革を大きく前進

させるには、非常勤の部分の教育委員の

意識改革が今後は不可欠になってくるん

ではないかというようなところでござい

ます。

　教育委員のこの意識改革について、今

後この摂津市としてはどのように取り組

んでいかれようとするのかということを

お聞かせいただきたいということと、そ

れから、教育委員の方々の実情、実際ど

れくらい１年のうちに働いていらっしゃ

るのか。非常に、よくこの摂津市は教育

委員会の方が熱心に頑張っていらっしゃ

るということもお聞きしておりますので、

そのあたりも含めてご答弁をいただきた

いと思います。

　それから、続きまして１０２ページの

校務員の共同作業でございます。現在、

校務員共同作業事業ということで予算が

計上されております。「学校用務員は、

学校の環境の整備、その他の用務に従事

する」と。これは、学校教育法施行規則

６５条に書かれております。「各学校に

おいて必要とされる場合には置くことが

できる」ということが書かれております。

　校務員に関しましては、現在、定期的

な研修はやっていらっしゃるのかという

こと。それから、校務員同士のふだんの

交流をされているのか。それから、校務

員の仕事の明確化がきっちりとできてい

るのか。いわゆる他市では、校務員共同

作業計画というものがつくられている市

がございます。この摂津市では、こういっ

た校務員の共同作業計画というのはある

のかどうかお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それともう１つ、第４次の行政改革に

おきまして、この校務員に関して、今後

定年退職をしていったときに欠員ができ

るということでございますので、これに

対してどのようなお考えをお持ちなのか

というところもあわせてお聞かせいただ

きたいと思います。
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　続きまして、同ページ、１０２ページ

の安全対策事業でございます。安全対策

事業につきましては、今回、中学校正門

へのオートロックの設置ということで、

２校設置していただけるということでご

ざいます。私、代表質問の中でも質問を

させていただきました。これにあわせま

して、子どもの安全対策に対して教育長

からのお考えも代表質問の中でお聞かせ

いただきました。非常にこの安全対策に

ついては真摯に受けとめて取り組んでい

きたいということをおっしゃっていただ

きました。

　今回の校門の件なんですけども、一番

の安全対策の中で、事件が起こった後に

検証した中では、まず校門が開いていた

のでそのまま入れたと。それから、給食

を搬入するタイミングを見計らって通用

口から入ったと。今後これはデリバリー

方式の給食についても言えることだと思

うんですけども。それから、教員とすれ

違ったけれども、声をかけられなかった

から入ったと。それから、工事関係者を

装って入った。職員の皆さんの防犯意識

が低いと、こういったような検証がなさ

れております。

　今回、私、代表質問の中でも、この安

全対策に関する危機管理マニュアル、こ

れを早急に作成していただきたいという

ことを申し上げました。いろんな想定が

あると思います。先ほどから他の委員が

おっしゃられたように、いわゆる、じゃ

あ災害のときはどうするんだ。夜のとき

にはこのオートロックはどうなるんだ。

そういったさまざまな仮定をやはり想定

してこの管理マニュアルをつくらなけれ

ばならないというふうに思っております。

単純に、じゃあ校門の開け方、どういっ

た方が入ってきて開ける、閉める、こう

いった単純なことではなく、いろんな想

定の中で安全マニュアルを作成しないと

いけないというふうに思っております。

　なおかつ、この安全対策事業の中に防

犯ブザー、昨年、防犯ブザーの質問をさ

せていただきました。１年生になると、

防犯ブザーを皆さん、子どもに配ってい

らっしゃいます。この防犯ブザーが本当

に役に立つのか、これを検証していただ

きたいということでございました。今回

も防犯ブザーの予算が計上されておりま

す。それはそれでお考えなので、予算の

ほうに計上されていると思うんですけど

も、実際、配付して、ないよりましであ

るという考えではなくて、配付するなら、

万が一を想定して、扱う側の子どもたち

にしっかりとこれを教育ができているの

かというところをお答えいただきたいと

思います。

　例えば、何か連れ去られようとなった

ときに、どこの場所につけて、そしてど

ういうふうに引っ張って、どれぐらいの

音が鳴るんだろうというような検証を、

また子どもたちにそういった教育をなさっ

ているのかということをお聞かせいただ

きたいなと思います。

　それと、あわせて受付員のほうなんで

すけれども、この受付員につきましては

一元化したというようなお話も、安藤委

員のほうから質問があったときに、摂津

市シルバー人材センターと、それから地

域の方と１つにしたというお話がござい

ましたけれども、この受付員の方たちの

意識、同じような意識レベルでやってい

らっしゃるのかどうかということをご確

認いただいているのかということです。

　例えば、鳥飼東小学校では、車が入っ

てきたときに、そのままボックスの中で

見たままの方がいらっしゃったり、鳥飼

小学校では、わざわざ出て校門を開けて

いくと、そういったちょっとばらつきが
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感じられます。その中で、一定のやはり

受付業務に対するそういった何かマニュ

アルみたいなものがあるのかどうかとい

うことをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、小中学校通学区事業でござ

います。通学路の危険箇所に交通専従員

の配置、これ５４か所ということで、質

問の中でお聞かせいただきました。今現

在、要望箇所というのは幾つぐらいある

のか。その要望箇所について、現場でど

ういった、この危険箇所、なぜ危険なの

かという検証を行っているのか。そして、

優先順位はどのように判断をなさってい

るのか。そちらのほうをちょっとお答え

いただきたいなというふうに思います。

　それから、同ページのいじめ防止対策

推進事業に関してでございます。これも

同じく代表質問で、いじめではありませ

んけども、教師の発言が子どもの心を深

く傷つけると、そういったことで不登校

になるというお話もさせていただきまし

た。そして、なおかつインターネット、

先ほど若狭次長もおっしゃっておりまし

たけども、インターネットの弊害という

のは非常に大きくなっているということ

でございます。これは家庭だけの問題で

はなく、やはり学校でも取り組むという

ことで、先ほど答弁の中に取り組んでいっ

ているというようなお話がございました。

　私、インターネットのＳＮＳに関して

も、総務のほうにもお話をさせていただ

きましたけれども、まず教育委員会の方々

が、皆さんが今はやっているＬＩＮＥ、

それからフェイスブック、こういったも

の、フェイスブックは今まだ小学生では

できませんけれども、そういったＬＩＮ

Ｅなんかを実際自分でおやりになってい

ただきたいと。何が、どういうところか

ら、どういうものが流出しているのか。

例えば、アダルト映像、これ張りつけれ

ば、簡単に入手できます。こういったも

のを実際に体験をしていただかないとわ

からないと思います。今ここにいらっしゃ

る理事者の方々が、どのくらいＬＩＮＥ

をやっていらっしゃるのか。やらないも

のは、決して私はわからないというふう

に思っておりますので、まず取り組んで

いただきたい。もちろん旧来の機種の方

は、やってくださいと言ってもなかなか

できないところもありますけれども、ま

ず取り組んで、何が問題なのか実際にわ

かっていただきたいというふうに思って

おります。これに関してのお答えをいた

だきたいと思います。

　それから、教育相談事業についてでご

ざいます。教育相談事業に関しましては、

先ほどから不登校のお話が出ております

けれども、先ほどのデータからいうと、

不登校１４６件というようなデータをお

答えいただいておりました。

　先ほどからの相談内容の中で一番多い

この不登校に関して、不登校になってい

る原因、これの検証をなさったのか。な

ぜ不登校になっているのか。例えば、友

達にいじめられた。それから、校内暴力

で不登校になった。また、虐待で不登校

になっている。先ほど言いましたオンラ

インゲーム、こういったゲームをやりた

いがために家にいる。こういった、今の

時代の流れとともにあると思います。こ

ういったことの検証がなされているのか

ということをお聞かせいただきたいなと

いうふうに思います。

　あわせて、教育相談事業の中に、発達

障害、こういったこともあるのかなとい

うふうに思っております。発達障害に関

しましては、保護者が発達障害となかな

か認めてもらえないというような現状が

ございます。発達障害というのはどうい
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うものなのか。これは、実は埼玉県の行

政がつくっている「子どもの発達障害が

わかる」というような冊子でございます。

これ非常にわかりやすく、自分の子ども

がそうなのかなというようなところを見

つけていただくのには適したものなのか

なというふうに思っております。こういっ

たものの取り組みもあわせてなさりなが

ら、いろんな方法を探っていただけたら

なという。これに関しては要望とさせて

いただきます。

　それから、続いて１０８ページ、豊か

な人間性をはぐくむ取組み推進事業。こ

の事業に関しまして、道徳教育に関する

公開講座等の開催というふうにございま

す。これは、国の補助金が入っておりま

す。この中で、国の補助金が入っている

中で、この道徳教育に関して、この補助

金は３項目に分かれていたというふうに

認識しております。その中であえて公開

講座を選んでいらっしゃいますけども、

その理由、それから道徳教育の充実と改

善がなされております。国では学校教育

における道徳教育、これを小中学校にお

ける道徳教育を年間３５時間、週１時間

を要として、学校の教育活動全体を通じ

て行うというふうになされております。

その中で、道徳教育推進教師、これに対

しての補助金もこの中には含まれている

と思いますが、道徳教育推進教師という

のが今、摂津市の中で実際にいらっしゃ

るのか。それに対して、研修を行う予算

がついていると思うんですけども、それ

に関してはどのように行っていくのかと

いうところを教えていただきたいと思い

ます。

　それから、教科書採択事業についてで

ございます。教科書採択事業につきまし

ては、来年度の教科書採択について調査・

研究活動を行うに当たり、この選定委員

の報酬が計上されているということでご

ざいます。教科書の採択事業に関しまし

て、私も前回の小中学校の教科書図書の

選定から採択までを、ずっと教育委員会

の中で流れを見ておりました。これに関

しては、国のほうの制度も少し変わって

いくというようなことでございます。

　一番問題なのは、図書選定委員の中身

でございます。以前、私、摂津市の教科

書選定委員の中身、こちらのほうの教科

書のいわゆる調査・研究の内容を拝見さ

せていただきました。その中で、まず、

画像がきれいである。ページがカラーで

ある。その同じ教科書を比べている中に

は、学習指導要領に沿っているとあるの

にもかかわらず、ページがきれいである

という教科書が最終的には採択になって

いるというような箇所が何個か見受けら

れます。やはり、調査・研究という中身

に関して、大変な作業だということはも

う重々よくわかっております。ですが、

もう少し市民の方々が閲覧しても納得で

きるような調査・研究を行っていただき

たいというふうに思っております。

　制度自体の問題に関しては、これから

国が変えると思うんですけども、文部科

学省の選定基準も変えると思うんですが、

調査・研究に関しては、これからも多分

調査されてあがってくるというような方

向だと思いますので、この調査・研究に

関して、実際、どのような時間をかけて、

どのような内容で、今回の選定委員、前

回の選定委員とまた改めてかわるのかと

いうところも含めてお聞かせいただきた

いなというふうに思います。

　それから、外国語活動支援事業に関し

ましては新規でございますが、大阪府が

英語教育に関して力を入れているという

ことで、こういった新規事業で取り入れ

ているのかなというふうに思います。先
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ほど、南野委員もご質問なさっておりま

したので、これに関しては結構です。

　それから、同じく１０８ページの教職

員人権問題研修事業というふうにありま

す。この教職員人権問題研修事業に関し

まして１５万９，０００円という予算が

ついておりますけども、この中身に関し

て、１５万９，０００円で人権教育の研

修というのは何回ぐらいなされるのかと

いうことをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、小学校管理運営事業の中の

図書購入費でございます。

　先ほどから図書室の件に関していろん

なご質問が出ておりまして、南野委員も

図書室に関しましては、皆さんが使える

ように、いろいろ工夫を凝らしたり、提

案をしていただいたと思います。この図

書に関しまして、図書を購入する際、図

書に関しての選定はどなたが行っていらっ

しゃって、どういう図書を入れようとい

う方針というか、どういう図書が適切で

あるかというようなところはあるのか、

教えていただきたいと思います。

　現在、昨年もかなり問題になりました、

いわゆる学校文庫の中に「はだしのゲン」

が有害図書であるというふうに言われて、

入っているというようなことがございま

したが、この摂津市では、「はだしのゲ

ン」の本が学校文庫にあるのか、ないの

か、これをお聞かせいただきたいという

ふうに思います。

　それから、１１０ページの小学校と中

学校の卒業記念事業でございます。これ

は卒業記念品として英和辞典を贈ったり、

卒業証書を贈ったりということでござい

ますけれども、これに関連いたしまして、

もう間もなく入学式、卒業式がやってま

いります。この時期になりますと必ず出

てくる問題が国旗、国歌のことでござい

ます。

　国旗に関しましてはもうほとんどの公

共施設も掲げております。その中で、今

現在、入学式や卒業式がフロア形式になっ

ている。私も初めて議員になったときに

入学式、卒業式に寄せていただきました。

そのときに校長先生が入り口に背中を向

けて、反対を向いてステージに立ってい

るのを見たときにかなり衝撃を受けまし

た。私たちの時代は、時代がどうのこう

のというよりも、奥が末席であると。校

長先生が入り口に背中を向けて演台があ

るというのに物すごく違和感を感じたん

です。これはさまざまいろんな見解があ

ると思いますけども、このフロア形式に

している根拠、これを教えていただきた

いと思います。

　そして、昨年も私、質問させていただ

きました。これは渡辺議員も多分質問さ

せていただいたと思うんですけれども、

国旗をポールに立てて、要は隅のほうに

置かれていると。通常国旗は正面に置く

ものだというふうに私は認識しておりま

す。しかしながら、各学校、ちょっと全

部の学校はわかりませんけれども、国旗

に関して、現状はどのようになっている

のかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　そして、なおかつ改めて国歌、これを

いわゆる教えなければいけない。歌える

ようにならなければいけない。指導要領

に書いてございます。これは学校の子ど

もたちに聞くと、君が代の歌を教えても

らっていないという発言を多く耳にしま

す。私、子どもたちに聞くんです、直接。

教えてもらっていない。もし、そうであ

るならば、一体国歌はどの時点で教えて

いらっしゃるのか。そして、それをピア

ノ伴奏でというふうに、大阪府のほうか

ら今回も通達がきているというふうに思
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います。この内容はちょっとピアノ伴奏

でというか、ピアノ伴奏、楽奏に合わせ

てというふうに書かれてあると思います

けれども、国旗、国歌と、それから、そ

れに対する通達が大阪府のほうからきて

いるというふうに認識しておりますけど

も、それについてどのようにお考えなの

かお聞かせいただきたいなというふうに

思います。

　もし、子どもたちがこの小学校、この

３月と４月に間に合わない、歌えないと

いうことであれば、歌詞カードを子ども

たちに渡すということも１つだというふ

うに考えておりますけども、その見解を

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、続いて、小学校給食事業で

ございます。小学校給食事業の中でいろ

いろあります。これは１つ、安全対策の

中でもあるんですけども、異物の混入を

していたりとか、私、今、ここに議員に

なられていますけど、東委員が校長のと

きに魚の骨が刺さった生徒がいらっしゃっ

たというふうに認識しております。こう

いったときにどのような対策を講じられ

ているのか。例えば、異物が入っていた

ときに、子どもたちの中で多分こういっ

たものが入っていたよというようなこと

があると思いますけども、こういったこ

とに対してどのように対応されているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員の質問中

でございますけども、暫時休憩させてい

ただきます。

（午後０時１０分　休憩）

（午後０時５８分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　先ほど１回目の質問

の続きで道徳教育について１点、質問を

忘れておりましたので、もう一度お願い

させていただきたいと思います。

　道徳教育の充実なんですけども、平成

２５年８月１４日に心のノートを配布さ

せていただいていると思います。この新

心のノートということで、今回、道徳教

育の抜本的改善が行われているんですけ

ども、以前の心のノートに対して、どう

いう取り組みでどうされてきたのかとい

うこともあわせてちょっとお願いしたい

と思います。

　それから、学童保育事業でございます。

これは先ほど南野委員からも時間的なこ

ととか、ご質問なさっていたと思います。

この学童保育に関しては、延長に関しま

しては、私、一般質問のほうでもさせて

いただきました。冬の夕方に子どもたち

が真っ暗な中を帰るという状況をできる

だけ避けたい。近隣の市も学童保育の延

長をされているということで、お答えい

ただいたのがスペースの問題とか、学童

保育を見る先生方の予算計上の問題とか、

そういったこともございましたけども、

やはりこの学童保育、これから子育て支

援が充実していこうとしている中で、や

はり働く保護者の方が非常に増えている

ということでございますので、もう一度、

学童保育事業に関してもお考えいただき

たいなというふうに思っております。

　先ほど南野委員がおっしゃっていまし

たけれども、私はちょっと観点を変えま

して、学童保育の中に役員というのがご

ざいまして、働いているお母さん方がこ

の学童保育の中でいろんな役員をしてい

かないといけないということが非常に負

担で、ある小学校の学童保育の役員の方

たちは、その役員のことで非常にもめて

いるというような現状が過去にもござい

ました。これについてはどのように把握

されているのか。そして、また、問題点

はどこなのかということが理解できてい
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るのかどうか、お聞かせいただきたいと

思います。

　それから、こども会育成事業でござい

ます。こども会育成事業に関しまして、

こども会に入る加入率が年々減っていっ

ているという現状の中で、こども会の育

成を行う事業の中身についても、スポー

ツ大会、キックボール、それから、ソフ

トボールの大会、こちらも第五中学校区

に関しては外れているというような現状

がございます。今後、鳥飼小学校の第五

中学校区に関していえば、育成の役員を

されている方がこども会に入っていない

けれども、育成の役員をしないといけな

いという現状が今、実際ございます。こ

ういった中も含めて、育成事業に関して

今後、どういうふうに進めていかれるの

か。

　そして、先日、うちの校区の育成会の

役員の選出規定に関しまして今の時代の

流れと非常に違ってきていると。ですか

ら、役員を決めるにも非常にやりにくい

ということで、役員選出の規定を改定し

たいという申し出がありました。一度見

ていただきたいということで、私のほう

に持ってこられたんですけれども、こう

いった役員選出の規定も一律ではないの

か、それともある程度決まっているけど、

規定に関しては個々の校区によって自由

に決めてもいいというようなことである

のか、そのあたりも含めてちょっとお答

えいただきたいなと思います。

　それから、学校図書館の件なんですけ

ども、図書のことは先ほど申し上げまし

たが、学校図書整備の件なんですけれど

も、これも先ほど南野委員が一生懸命学

校の図書を活用した事例を、取り組みを

おっしゃっていただきました。私、先ほ

ど南野委員のお話を聞いておりまして、

学校図書の蔵書数、これも増やしていき

たいというようなお答えをいただいてい

た中で、南野委員が学習できる場にとい

うことで要望されておりました。今の図

書館に関しまして、学習できる場にする

ためにもＷｉ‐Ｆｉスポット、こういっ

たものを接続することによって、また図

書館の利用の方々の層も変わるのかなと

いうこともございます。こういった取り

組みがちょっと私、事例をどこかでやっ

ているのかわかりませんけども、今現在、

自動販売機からもＷｉ‐Ｆｉスポットが

出るような設定で全国展開されているよ

うな自動販売機もございます。こういっ

た簡単にいわゆるできるものでございま

すので、そのあたりの検討をなさったの

かどうかということもお聞かせいただき

たいなと思います。

　それから、最後に摂津ふれあいマラソ

ン大会事業でございます。

　このふれあいマラソンに関しましては、

私も陸上連盟の会長を今年から拝任しま

して行っているんですけども、このマラ

ソン大会の運営委託料、これに関して実

際に現場を見ておりますと、実行委員会

に委託しているんだけれども役所の職員

の方たちが一生懸命これを準備したり、

後片づけ、車の運搬から全てやっていらっ

しゃるんですけども、これはどういう位

置づけでこの委託料という形になってい

るのか、このあたりの内容をちょっと教

えていただければなというふうに思いま

す。

　１回目の質問とさせてもらいます。

○嶋野浩一朗委員長　答弁をお願いいた

します。民間保育所からお願いいたしま

す。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、待機

児童に係りますご質問にご答弁申し上げ

ます。

－30－



　現在の待機児童数の見込みということ

でございましたけれども、先ほども申し

ましたとおり、現時点では調整中という

ことで、現在の段階で見込み数を出すと

いうのは非常に困難な状況でございます。

ただ、２月末時点で保留となっておりま

す児童数につきましては、市域全体で１

１５名という状況でございます。

　就学前の児童数は減ってきております

けれども、入所希望者は年々増えておら

れまして、希望する割合としては、平成

２４年度の３２．１％から、平成２５年

度では４０．２％と、約８ポイントの増

加をしてきているところでございます。

　また、新規入所希望者の園ごとの内訳

ということでございましたけれども、現

在、集計できておりますのは、１月時点

での集計となってまいりますけれども、

全体では４２１名の申し込みがございま

した。公立からいきますと、別府保育所

で３８名、正雀保育所で２９名、鳥飼保

育所で２０名、子育て総合支援センター

で４２名。次に、民間保育所でございま

すけれども、千里丘愛育園で２５名、一

津屋愛育園で２４名、とりかい保育園で

１０名、藤森保育園で１３名、勝久寺保

育園で２０名、摂津さつき保育園が１３

名、とりかいひがし保育園が８名、鳥飼

さつき園が２０名、正雀愛育園が２８名、

つるのひまわり保育園が２１名、せっつ

保育園が８０名、摂津ひかり保育園が２

３名、その他７名となっております。

　また、空きのある園ということでござ

いますけれども、鳥飼地域のほうの園に

まだ空きのある園がございまして、公立

で申しますと、鳥飼保育所のほうがまだ

若干空きがあるという状況でございます。

○嶋野浩一朗委員長　中村参事。

○中村子育て支援課参事　それでは、ファ

ミリーサポートセンター事業に係るお問

いについてお答えさせていただきたいと

思います。

　まず、依頼者の実態調査をしているか

どうかというお問いでございましたけど

も、申しわけございません。各おのおの

の依頼者及び援助会員等の集計について

はとっておりません。ただいま集計中で

ございますので、これはまたわかり次第、

就労形態等についてはご連絡をさせてい

ただく予定でございます。

　それとあと、活動中の安全点検につい

てというお問いでございますが、これは

毎年、昨年も４月に国のほうからもその

事例等に関する検証についてという文書

をいただきましたので、当然、社会福祉

協議会のほうにも配付して、会員の皆様

への周知に努めていただいておるところ

でございます。

　安全に向けての取り組みでございます

が、当然、会員等を対象とした講習会を

開催されておられます。今年度につきま

しても事故防止と、病気とけがになった

場合の対処方法という形で、市の保健師

を招き２時間を２回されたということと、

あと、あわせまして、これは例年なんで

すけども、救急法の講習会を市の消防職

員によって実施しておるわけでございま

す。それとあわせまして、安全点検とい

う観点からまいりますと、実際に活動に

当たりまして、事前におのおの依頼、援

助会員双方のほうから、依頼会員のほう

につきましては、やはりそのお子様等の

気をつけていただきたい点のことや、あ

と、援助会員のほうに対しましても、事

故になった場合の応急の対応マニュアル

でございますね、これも配付して、一定、

安全面での周知についてはされていると

いう理解でございます。

　次に、病児、病後児の取り組みでござ

いますけども、これにつきましては、今
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現在、実施はしておりません。本市では、

今、言いましたように、事業を実施して

おらないんですけども、特別保育事業と

いたしまして、保育所の入所児童につい

ては摂津ひかり保育園で病後児保育を行っ

ているところでございます。

　続きまして、通学路でございます。

　まず、５４か所に危険箇所の現在の要

望箇所等の状況とか、あと、現場での危

険箇所の検証はされているのか。もしさ

れていたらどういった内容か。あとは優

先順位の判断はというお問いだったと思

います。

　まず、現在の要望箇所等の件数でござ

いますけども、５４か所のうち、検討中

と、あと、全く困難な箇所がおのおの７

件ずつの１４件今、残っておる現状でご

ざいます。

　それとあと、現場での危険箇所の検証

ということでございますけども、これに

つきましては、例年、学校のほうから現

場確認書というのをいただいております。

本年度につきましては、先ほど言いまし

た５４件は平成２４年度にいただいてお

りますので、今年度につきましては、そ

れ以外の新たな箇所ということでご提案

をさせていただきまして、報告をいただ

いたところでございます。当然、これら

の点検等につきましては、我々、道路管

理者としての道路交通課、道路管理課、

あと教育委員会、あと摂津警察、道路管

理者として、もし、府道の場合は大阪府

の茨木土木事務所にも入っていただいて、

当然、いただきました内容をまず、皆さ

ん方で一緒に協議して、次は現場に行っ

て、そこで対応可能な方法を検討するわ

けでございます。おのおのその検討内容

につきましては、今年度につきましては

同じように各学校に伺いまして、対応状

況等の説明も実施させていただいたとこ

ろでございます。

　それとあと、優先順位の判断というお

問いでございますけども、当然、おのお

の要望等があがってくる危険箇所につき

ましては、おのおの当然守るべきは子ど

もたちの安全が第一という観点からまい

りましたら、順位はつけにくいものだと

思うんですけども、ただ、当然、路面表

示とか、電柱幕とかそういったある程度

の予算内で対応できるものについてはす

ぐできると思います。ただ、そういえば

定例会でも申しましたように、当然、危

険箇所については実際に子どもたちが登

校する時間帯に行って、例えば、通行量

の調査をするとか、やはりそういったお

のおのの現場の現状を把握する中で、そ

れとあわせてあと、予算の中での対応も

含めた中での優先順になってまいるもの

と思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　子ども教育課に

かかわります２点についてご答弁させて

いただきます。

　まず、地域子育て支援運営事業でござ

いますけれども、地域子育て支援センター

を中心に、子育て講座や各年齢に応じた

子育て相談、また、親子ランドや子育て

支援グループの協力を得たさまざまな子

育て支援施策を実施しているところでご

ざいます。

　課題といたしましては、やはりそれぞ

れの事業実施の効果的なＰＲ方法、多く

の方にその取り組みを知っていただいて、

必要に応じて参加していただく、支援を

させていただく、こういったことが効果

的にできるような情報発信の充実が必要

かなと考えております。

　また、地域の子育て支援の拠点として

つどいの広場を各地域で開設し取り組み

を推進していただいているんですけれど
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も、現在、つどいの広場を開設している

各園が集まりまして、つどいの広場の交

流会というのも開催しております。関係

者が地域全体で子育てをバックアップし

ていけるように、抱えておられる課題で

あったり、取り組みについての情報交換

会を定期的に行っているところでござい

ます。

　その中では、各園ともやはり新規の参

加者が少ない月もある。また、それぞれ

の地域を担当されている保健師との連携

もつどいの広場としても図っていきたい

といった声がございました。そういった

ことから、この交流会の中に保健福祉課

の保健師に参加していただいて、地域の

状況であったり、さまざまな制度の紹介

なんかもしていただいているところでご

ざいます。

　また、新規の参加者が気軽に訪れてい

ただくためにも、各園共通のプレートみ

たいなものを開催しているときには掲出

するとか、そういったこともいいのかな

と考えているところでございます。

　次に、こども会についてでございます

けれども、スポーツ大会につきましては

現在、ソフトボールとキックベースボー

ルを開催しております。私も担当してか

らずっとソフトとキックを開催しており

ますけれども、以前は各小学校区で予選

を行って、予選を勝ち上がったチームに

よる中央大会という形式になっておりま

したけれども、現在はこども会の数が減っ

ていると同様、チームの数も減少してき

ておりまして、予選を行わずに中央大会

を行っております。

　このソフトボール、キックベースボー

ルのあり方については、青少年指導員も

ソフト、キックの大会をされておりまし

て、何かほかの種目でといったこともこ

ども会では考えられていたんですけれど

も、今のところ伝統的に取り組んでいる

ということ、各校区でも取り組まれてい

るということで継続してやっていこうと

いうことになっております。

　あと、役員の選出方法でございますけ

れども、それぞれ各校区で役員を選出し

ていただきます。また、市で摂津市こど

も会育成連絡協議会というのをつくって

おります。その中には校区代表者の方と、

摂津市こども会育成連絡協議会中央役員

といった方を選出してもらうようにお願

いしております。これは同じ方がされて

いる校区もありますし、違う方の場合も

ございます。この辺の各校区の役員選出、

また、市に出ていただく方の選出につい

ては、市のほうで特に規定は設けており

ません。各校区の実情に応じてやってい

ただいているところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、総務課にか

かわりますご質問にお答えさせていただ

きます。

　まず、教育委員会制度の改革と教育委

員の意識改革ということのご質問でござ

いますけれども、現在の教育委員の方々

におかれましても、現在まで積極的な活

動と、活発なご議論等をいただいておる

ところでございます。教育委員会改革の

ことにつきましても、機会を捉えて情報

提供を行っているところでございます。

　なお、法改正、教育委員会制度の改革

につきましての内容について、国、府か

らの通知等が我々のほうに、手元に提供

がございません。内容等が決まりました

ら、教育委員の方々にも説明し、適正に

対応してまいりたいと、そのように考え

ております。

　また、教育委員の活動の状況でござい

ますけれども、平成２５年度におきまし

ては、４月１日から新規採用職員の辞令
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交付式を初め、小学校入学式等々行事が

ございます。本年、３月３１日の教職員

の退職辞令交付式までざっと教育委員長

といたしましての行事等、参加も含めま

して８０回近いご出席をいただいており

ます。その他の委員の方々につきまして

も５０回以上の行事等にも参加していた

だき、活動していただいているところで

ございます。

　続きまして、学校校務員のご質問でご

ざいます。学校校務員につきましては、

日々の学校環境整備に常に努め、また、

子どもたちが安全、安心に過ごせるよう、

日々の危険箇所がないか点検も行ってお

るところでございますが、定期的な研修

といたしましては、毎年夏にも行ってお

りますが、今年につきましては樹木の害

虫についての駆除の方法等について研修

会を開催をさせていただいております。

　また、情報交換の場といたしましても、

月１回程度の作業会議を設けて、作業会

議をしておるところでございます。そこ

には私も出席させたいただいているとこ

ろでございます。

　あと、年間の作業の計画等があるのか

ということでございますけども、一定１

年間において式等々の行事も決まってい

る部分もございます。また、１年間を通

して行う業務というものが一定定まって

きておりますことから、各校務員におい

て１年間の計画を立て、作業を進めてい

ただいておるところでございます。

　続いて、安全対策事業の防犯ブザーと

受付員についてお答えさせていただきま

す。防犯ブザーの貸与につきましては、

要領を設置いたしまして、１年間の貸与

ということで小学校１年生の方にお渡し

しているところでございます。その要領

の中で学校において、使用の方法、それ

と鳴動の確認等をするようにということ

で明記しておりますので、学校のほうで

きっちりと指導のほうをしていただいて

いるということで聞いております。

　続いて、受付員のご質問でございます

けども、一定、受付員につきましては活

動標準マニュアルというものを作成させ

ていただいております。したがいまして、

一定の受付の業務内容については定めた

ものがございますけれども、各学校に応

じて、実情に応じて、若干対応が違って

いる場合もございます。それにつきまし

ては、各学校長が指示をしておるところ

でございますけれども、校門の門の開け

閉めしている、していないという学校も

ございますけれども、これは学校の方々、

また、受付員の方々の考え方もございま

して、来られたらすぐに門をあけるとい

うことであれば、もしそれが不審者であ

ればということも考えますと、こちらか

らすぐに門をあけにいくというのはいか

がなものなという考え方もございますの

で、それは各学校のほうで決めていただ

いて、対応していただいておるというこ

とでございます。

　続きまして、学校の図書室の購入の選

定方法ということでございますけども、

一定各学校の国語の担当の教諭や学校読

書活動推進サポーターの方々、それから、

子どもたちからのアンケート等をとられ

て、購入する本を選定しておるというこ

とで、私のほうは聞いておるところでご

ざいます。学校から購入してもらいたい

図書を一覧にして、こちらのほう、教育

委員会のほうに提出をいただき、一括し

て教育委員会総務課のほうで発注し、購

入しておるところでございます。

　続いて、給食の異物の混入についての

対応ということでございます。

　給食の異物混入ということにつきまし

ては、まず、予防といたしまして、給食
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食材に含まれておるものについては納品

業者への指導、注意を常々行っておりま

す。また、調理時に混入することも想定

し、調理器具等の点検等を日々、調理員

に行うよう指示もしております。また、

配膳時、また、あと教室内で混入する場

合もございますので、その点につきまし

ては、児童生徒、また先生等への注意の

呼びかけをして、予防に努めておるとこ

ろでございます。

　起こってしまった場合、対応といたし

ましては、異物の混入を発見した時点で、

そのものとは別のものをまた提供すると

いうことで、その異物混入があったもの

については直ちに教育委員会のほうに報

告をいただいております。

　また、調理中、調理の過程の中で物資

の中に異物があったということであれば、

その食材については使用はいたしており

ません。

　あと、各物資の中に異物が入っていた

場合には直ちに業者のほうに連絡をして、

その異物の、必要であれば分析等をして

いただくよう指示しまして、その報告書

を提出していただいておるところでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩します。

（午後１時２６分　休憩）

（午後１時２７分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　　岩見課長。

○岩見総務課長　学校校務員の退職に伴

う対応ということでございますけれども、

第４次行財政改革、またこれから示され

ます第５次行財政改革も示されるという

ことで聞いておりますけれども、現業職

退職者不補充ということがまだ引き続き

行われておりますので、その点につきま

しては、今後、退職者が出て、不補充と

いうことであれば委託等の検討も視野に

入れ進めてまいりたいというふうに考え

ております。

○嶋野浩一朗委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　それでは、今、

岩見課長から答弁のあった教育委員会事

業のうち、１年間の活動内容、これにつ

いて私のほうから若干補足させていただ

きます。

　教育委員会では学力向上、いじめ、不

登校など、各校の具体的な取り組み、こ

の把握でありますとか、それから、教育

委員会自身の活性化、こうしたところの

課題意識は高くございまして、実は今年

度から新たな事業を始めました。学校の

実態、児童生徒、地域の実態、それから、

学校が抱える課題、こうしたものを校長

として、経営的な視点に立って、どのよ

うなビジョンを持って解決していくか、

取り組んでいくか、これらを学校経営計

画というものにまとめまして提出させて

おります。

　ただ、策定、提出のみでなく、これに

基づいて、教育委員がヒアリングを実施

いたしました。今年度は途中からでござ

いましたので、平成２５年度の学校経営

計画、このヒアリングを５月以降に行い、

それを受けて教育委員による学校訪問、

従来行っております学校訪問を実施いた

しました。また、春１回だけの学校訪問

でございましたが、秋にももう一度、春

に行けていない学校園につきましては学

校訪問を実施いたしました。

　あわせて、秋から２月にかけての研究

発表会、市内学校の研究発表会にも教育

委員には参加いただき、それぞれの経営

計画に基づく取り組みについて、実際に

その場で参加していただいて、共有した

ということでございます。

　加えて、秋に提出しております点検評

価、これにつきましても、保護者、市民
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の目線と申しますか、わかりやすい内容

になるよう、例年になく活発な論議をい

ただいたところでございます。

　なお、現在、ちょうど今週からでござ

いますけれど、来年度の学校経営計画、

これを小中学校に提出していただいてお

りますので、この内容についてのヒアリ

ング、これが始まったところでございま

す。そういう意味では、近隣他市にも余

りない取り組みではないかなと思ってお

ります。

○嶋野浩一朗委員長　谷田課長。

○谷田児童相談課長　それでは、いじめ

防止対策推進事業にかかわってのＳＮＳ

の利用についてということと、あと教育

相談事業にかかわっての不登校の原因の

検証についてのことにつきましてご答弁

のほう申し上げます。

　まず、ＳＮＳの利用、確かに便利な部

分と、それから、やはり危険性の部分、

特にその危険性の部分で特にいじめにか

かわって、なかなかそれをつかむことが

できないというふうなことでありますが、

さまざまな問題等とも当然、考えられま

す。委員がおっしゃられるように、やは

りその危険性を知るためには実際にやっ

てみないとわからないのではないかとい

う質問のご趣旨についてはそのとおりで

はないかというふうには思っております。

ただ、現実問題といたしまして、なかな

か全員でやるというのは難しいこともご

ざいます。事務局の中にもこのようなＳ

ＮＳ、実際に利用している者もおります

ので、そういう者からやはりメリットに

なる部分、あるいはデメリットや危険性

というふうなこと等々、やっぱり我々の

ほうもいろんな情報を共有し、それで理

解を深める中で、また学校現場や保護者、

子どもたちのほうにも発信していければ

というふうに考えておりますので、ご理

解のほう、よろしくお願いいたします。

　また、教育相談で、不登校の原因の検

証というふうなことでございます。

　学校のほうから不登校につきましては、

報告の際、見立てといいますか、どのよ

うな原因で不登校になっているのか、そ

れで現状はどういうことかも含めて報告

のほうをいただいております。

　平成２４年度、昨年度の状況につきま

して、小学校のほうでは、不登校の児童

のうち約半数が複合型で２つ以上の理由、

原因があって、どちらがメーンとなって

いるかちょっとわからないというふうな

形でございます。それ以外には不安など

の情緒的混乱型、あるいは無気力型、友

人関係での悩み等々での不登校というふ

うなことでございます。複合型に含まれ

る要因といたしましてはやはり家庭に絡

むもの、家庭が要因となっているものや、

情緒的混乱、あるいは、無気力型という

ふうな内容がこれに含まれております。

　また、中学校につきましては、複合型

と無気力型がほぼ４分の１ずつ、この２

つで半分を占めております。それ以外に

不安などの情緒混乱型、あるいは、友人

関係での悩み、あるいは、その他学校生

活に起因するような悩み、それから、遊

び非行型で登校できないもの、こういっ

たものが内容でございます。複合型の理

由といたしましては、無気力型、それか

ら、不安などの情緒混乱型と何か別の要

因というふうなことが結びつくケースが

多くなっております。

　このような内容で分析のほういたして

おりますが、本市におきましても、小学

校６年生から中学校１年生、これでの不

登校の子どもたちの数が３倍になってい

るという現象がここ数年発生しておりま

す。以前は小学校６年生から中学校１年

生で２倍というふうな形だったんですけ
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ど、やはりちょっと中学１年生での不登

校が多くなってきているというふうな実

態がございますので、小学校６年生のと

きに理由はともかく１０日以上欠席した

児童について、中学校でその子の出席状

況はどうかというふうなことについて追

跡調査のほうを実施させていただいてお

ります。中学校１年生で欠席状態が続い

ていないかというふうなこと等々の報告

をいただく中で、本年度、毎月実施いた

しました不登校対策ワーキング会議、各

校の養護教諭でありますとか、子ども支

援コーディネーターや児童生徒支援加配

などの不登校担当者を毎月集めまして、

会議のほうを開催させていただきました。

その中で、小学６年生、１０日以上欠席

の子どもたちの現状について中学校区等々

で分析を行いますでありますとか、先ほ

ど言いましたような不登校の子どもにつ

いての報告の中での見立てでありますと

か、現在の取り組み状況でありますとか、

そういったことについての中学校区での

検証、それから、本年度新たに不登校の

状態になっている子どもの対応について

どうかというふうなことへの共通理解等々

をさせていただく中で、それを学校現場

に担当のほうから広めていただく中で、

不登校についてできるだけ子どもにいい

形で学校の取り組みができるようにとい

うふうなことで取り組んでおるところで

ございます。

　先月、そのまとめ等々を行って、また

次年度、よりいい形で取り組みを進めて

まいるように我々、また努力のほうをし

てまいりたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　学校教育課にかか

わりますご質問にご答弁申し上げます。

　安全対策事業につきまして、校門のオー

トロック化に対応するマニュアル作成に

つきましては、学校と協議を進めながら

作成してまいります。しかしながら、単

にインターホンを押して誰が対応すると

いうようなものだけではなく、不審者対

応マニュアルにも反映できるよう考えて

おります。

　不審者対応マニュアルについては各学

校でつくっておりましたけれども、様式

等にばらつきがありますことから、学校

のほうにひな形といいましょうか、モデ

ルのものを１つ示したところでございま

すので、各学校において実情に応じ作成

しております。

　２点目、豊かな人間性をはぐくむ取組

み推進事業でございます。

　こちらは国予算の委託でございまして、

推進指定校に当たりましたところは中学

校区として必須項目に取り組むというこ

とでございます。

　必須項目が３点ございまして、１つ目

が中学校区道徳教育公開講座の開催、２

つ目といたしまして、道徳の授業づくり

に関する研修会の実施、３つ目といたし

まして、こころの再生府民運動の趣旨に

沿った取り組みの推進、以上の３点でご

ざいまして、公開講座、本年度は第三中

学校区が推進指定校区となりましたので、

第三中学校を会場といたしまして、地域

の方、それから、保護者対象に公開講座

を開いたところでございます。

　道徳にかかわりまして、道徳推進教師

でございますけれども、各校に１名、道

徳を推進する役割を果たす者として必ず

おりまして、学校のほうから氏名報告も

いただいております。また、その研修に

つきましてでございますが、府の道徳教

育推進教師連絡協議会というものが年に

２回ございます。また、市では小学校で

１回、中学校で１回、道徳教育推進教師

を対象とした道徳教育研修会を開いてお
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ります。小学校、中学校それぞれ対象で

ございますが、中学校の教員が小学校の

研修に、あるいは小学校の教員が中学校

の研修にというような校種を越えて参加

しているところもございます。

　心のノートの活用につきましてでござ

います。道徳に関しましては、指導計画

を年度当初に学校に策定を求め、提出を

しております。その際に心のノートを活

用することを明記しておりまして、きち

んと活用するようにさせておりますが、

年度末にもこの結果を集約することになっ

ております。心のノートを適切に活用す

るということにつきましては指導を行っ

ておるところでございます。

　続きまして、教科書採択事業でござい

ます。平成２６年度につきましては、平

成２７年度の小学校の教科用図書につき

まして行ってまいります。平成２６年度

につきましては、総じて７回の開催を予

定しております。選定委員につきまして

は、前回の選定委員と重なる部分もある

かもしれませんが、平成２６年度に新た

に選定をいたしますので、現時点では明

確に重なるかどうかというところはお答

えはちょっと難しいところでございます。

　続きまして、人権教育の研修でござい

ますが、平成２６年度の予定といたしま

しては、障害者理解教育を２回、それか

ら日本語指導につきまして２回、それか

ら集団づくりにつきまして１回、男女平

等教育につきまして１回という形で今の

ところ予定をしておりますが、まだ、そ

れらにつきまして日程等が明確に確定し

ておらないところもございます。

　続きまして、学校図書館に関しまして、

「はだしのゲン」につきましてでござい

ます。「はだしのゲン」の学校図書館の

配置状況ということでございますが、小

学校全１０校のうち図書館にあるのは８

校でございます。中学校５校のうち図書

館にあるのは５校でございます。しかし

ながら、小学校８校でございますけれど

も図書館にないのは２校ですが、そのう

ちの１校は学級文庫の本として一部クラ

スに置いておるというふうに把握してお

ります。

　続きまして、国旗、国歌についてでご

ざいますが、まず、卒業式、入学式が対

面式で行っているところということでご

ざいますけれども、卒業生と、それから

見送る側の在校生が顔を見渡せるという

環境をつくるために対面式という形で行っ

ております。

　国旗の掲揚場所につきましては、中央

に演台がございますので、演台の横であ

るところでありましたり、それから、保

護者席や来賓席などが周囲にございます

ので、その間など、卒業生が背にするこ

とのないような場所で設置させていただ

くようになっております。

　国歌の指導につきましてでございます。

小学校では君が代を歌えるように指導す

ることということでございますが、１１

月から３月まで各小学校ではそれぞれの

年間指導計画に基づいて指導を行ってい

るところでございます。しかしながら、

学校によって指導時期が異なりまして、

２月末段階で指導を行った学校は小学校

１０校のうち７校、３月に行うところが

残りの３校でございます。指導時間につ

きましては２時間から３時間というのが

各学校の平均したところということになっ

ております。

　一つ訂正をさせていただきます。先ほ

ど教科書採択事業で選定委員会の回数を

７回というふうに申し上げましたが、７

回分の予算は頂戴しておりますけれども、

回数自体は選定委員会で決定させていた

だきますので未定でございます。申しわ
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けございませんでした。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、図書館

につきまして、柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、私のほ

うから図書館におけます学習ができる場

としてのＷｉ‐Ｆｉスポットの整備につ

いてご答弁させていただきます。

　まず、公共図書館におけますＷｉ‐Ｆ

ｉスポットの整備でございますが、大阪

府下におきましては、大阪府立中央図書

館及び大阪府立中之島図書館で提供され

ている以外には、各市町村の図書館にお

きましてＷｉ‐Ｆｉの設置をされている

ところは今のところないと聞いておりま

す。

　しかしながら、東京におきましては２

０館以上の図書館でＷｉ‐Ｆｉのサービ

スを提供しておられますことから、今後、

例えば図書館で実際の図書の調べものを

しながら、インターネットで検索して学

習をするということが将来的には一般化

されるものなのだと考えております。学

習のツールとして必要な環境ではないか

と考えております。

　Ｗｉ‐Ｆｉスポットの提供につきまし

ては、設備の整備、もしくは情報セキュ

リティの観点から若干の制度の検討等が

ございます。

　また、将来的には図書館のサービスに

おきまして、先進的な取り組みとして例

えば、パソコンやタブレット端末などを

貸し出しして館内において蔵書検索やも

しくは電子図書の貸し出しなど、そういっ

たサービスなどを先進的な取り組みをさ

れている図書館もございますことから、

将来的には、本市図書館におきましても

Ｗｉ‐Ｆｉ環境を置くとともにＩＣＴ環

境の整備については見直しが必要なもの

と考えておりますので、次期システムに

つきまして検討する中で、ＩＣＴ環境に

ついてはあるべき姿を検討してまいりた

いと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　ふれあいマラソン

の運営委託のことにつきまして、日垣課

長。

○日垣文化スポーツ課長　それでは、文

化スポーツ課にかかわりますご質問にご

答弁いたします。

　摂津ふれあいマラソン大会事業は実行

委員会に運営委託しているが、当日、職

員も運搬等を行っているというご質問で

ございますが、摂津ふれあいマラソン大

会事業につきましては、陸上競技連盟、

スポーツ推進委員協議会、体育協会等か

らなる摂津ふれあいマラソン実行委員会

を組織いたし、運営業務を委託しており、

実行委員会の事務局を文化スポーツ課が

担当しております。これはふれあいマラ

ソンが摂津市のスポーツ文化の核となる

事業として、さらにこの大会が市民に愛

され、市民とともにつくり上げる大会と

なることを目指すため、各種団体に参画

していただき、実行委員会形式をとって

おります。

　大会の開催に当たりましては、実行委

員会の役員会議を開催いたし、よりよい

大会を目指し、それぞれの立場からご意

見をいただくとともに、大会当日はそれ

ぞれの団体から計８０人近い関係者にご

協力いただき、さまざまな業務を担って

いただくことで運営を行っております。

○嶋野浩一朗委員長　学童保育のことに

つきまして、木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、学童

保育室の保護者会についてのご質問にご

答弁申し上げます。

　本市では入室しておられる児童の保護

者の方で保護者会を組織されておられま

す。また、各学童保育室の役員が集まっ

て連絡協議会を組織されており、毎年、
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事務局職員と懇談会を行ってきていると

ころでございます。

　保護者会の主な活動といたしましては、

市に対する要望の活動の取りまとめであ

るとか、また、保護者会主催の行事の企

画やその運営などとお聞きしております。

　就労されている中での保護者会の活動

となるため、時間的な制約があることや、

また、集まる時間の調整など、非常に困

難であると、連絡協議会の懇談会の場な

どでお話をお聞きする機会がございます。

　協議会としてでございますけれども、

以前されておられた合同の行事を取りや

めて、保護者会としては実施しないといっ

た負担軽減に向けても協議してこられる

ということでお聞きしております。今後

とも、連絡協議会と意見交換をしてまい

りたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　２回目の質問をお

願いします。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　民間保育所の入所の

承諾の件でございますけれども、細かく

ご答弁いただきましたので、要望とさせ

ていただきたいと思いますが、安威川以

南と安威川以北に関しましてやはりちょっ

とばらつきがあるということでございま

す。保育園に関しての中身について、こ

こがいいとか、こっちのほうがいいとか、

そういったお声もやはり聞かせていただ

くことが非常に多いです。立地条件だけ

でなくて、その保育所の中身の先生方の

資質の問題、それから建物の環境の問題、

こういったところも含めて待機児童の推

移も少し変わってくるのかなというふう

に思っておりますので、そのあたりも含

めて、今後も検討していっていただきた

いと思います。

　あわせて、勤務体系。例えばＪＲの千

里丘駅に仕事で行く、阪急摂津市駅から

仕事に行かれる、そういった方々の保護

者が預ける場所のそういった立地、こう

いったことも関係してくるのかなという

ふうに思っておりますので、そのあたり

もできれば調査ができて、待機児童が解

消できるようにカバーできるところはそ

ういった検証をしながらカバーしていた

だきたいなというふうに思っております

ので、よろしくお願いいたします。これ

は要望にしておきます。

　それから、教育委員会の件でございま

す。制度のほうもこれからちょっとしっ

かりと明確になってくるのかなというふ

うに思ってはいるんですけれども、中身

に関しましては、教育長と教育委員長、

これが兼任になるかもしれないというと

ころがございます。

　その中で先ほど申し上げましたように、

教育委員会の役割が形骸化ではなくて、

もう少ししっかりと教育委員会の活動を

してもらいたいというところが国の方針

でもございますので、摂津市に関しまし

ては非常に頑張っているというふうには

お聞きしていますし、先ほど回数を聞き

ましても８０回近い活動をされていると

いうことでございます。

　しかしながら、教科書選定に関しまし

ても、なかなか中身がわからない状態で、

最終採決をしているような状況も見受け

られる中で、やはりそういった研修制度、

また、中身をしっかりと見ていただける

ような活動の場を与えていただくことも

必要なのかなというふうに思っておりま

す。

　それと、他市では教育委員長が議会の

ほうに出席をさせていただいていますけ

れども、この摂津市では教育長のみ出席

をしております。これには何らかの理由

があるのか、それとも今の時点では必要

がないと思っていらっしゃるのかという
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ことがわかれば。

○嶋野浩一朗委員長　議会運営の話に入っ

てくるので。

○大澤千恵子委員　そうしたら結構でご

ざいます。

　それと、以前から要望しておりました

ように、議員と教育委員との懇談会を設

けていただきたいということを、前回か

らずっと申し上げております。それに対

しての返答は余りいい返答をいただいて

おりませんけれども、そういった中で議

員と教育委員の懇談会を開いていただき

たいという意向に対してちょっとご答弁

いただきたいなというふうに思っており

ます。

　それから、校務員の作業に関しまして

ですが、今現在言われておりますのが、

用務員が公務員である必要の有無という

ところも今、検討されているということ

でございます。

　ですから、先ほどおっしゃったように

委託という考え方も一つでございますし、

そして、よく言われているのは給料に見

合った事務事業をしているのかというよ

うなところも言われているのは事実でご

ざいます。

　ですから、従来の延長線上ではなくて、

校務員自体が発想の転換をしていただい

て、そして根本的に校務員のあり方とい

うのを今後、開拓していかないといけな

いんじゃないかなというふうに思ってお

ります。

　高崎市では、小中学校や市立幼稚園の

９２施設の男性校務員は、６から７人の

グループで１４班に編成して、学校から

要望があると、そこに班長が下見にいっ

て、材料を集めたり、作業日程を調整し

たり、そういったことをして取り組んで

いらっしゃるという事例もございます。

　今現在、用務員と校務員と、それから

１５人の校務補助嘱託員がいらっしゃる

んですね。校務員１５人、非常勤が１５

人。このあたりどういう連携をとりなが

らやっていらっしゃるのか。

　また、先ほど校務員の作業計画、年間

のはありますとおっしゃっておりました

けれども、一応校務員の中身については

大きく３つに分かれているというふうに

書かれております。子どもの安全に関す

る業務、環境整備、管理運営に関する業

務、それから安全点検時に発見された危

険箇所の安全対策業務、給食の衛生業務、

進入防止の対策、警防機器に関する業務、

校舎とか敷地に関する業務、樹木、花壇、

施設整備、いろんな項目に分かれている

と思いますので、そのあたりをきっちり

整理されて、今後、校務員の共同作業計

画をしっかりとつくっていただいて、校

務員の方々がこれだけ学校に対してしっ

かりと仕事をしているんだよというとこ

ろも見せていただけたらなというふうに

思います。

　校務員の年収が年間大体約８００万円

という給料をもらっているという現実も

踏まえまして、もちろん公務員ですので

そうだと思うんですけども、そのあたり

の仕事内容を創意工夫していただいて、

そして、取り組んでいただきたいなとい

うふうに思います。

　特に、他市では校務員が手づくりの、

夏場の暑いときにミストシャワーなんか

をつくって、それを子どもたちが非常に

喜んでいるというような事例があります。

こういった事例は多くありますので、創

意工夫していただけるようにちょっと努

力をしていただきたいなということで、

こちらも要望に変えさせていただきます。

　それから、安全対策事業についてでご

ざいます。安全対策事業についてはしっ

かりとマニュアルも作成していただくと
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いうことで、よろしくお願いいたします。

　先ほど、受付員制度の件なんですけど

も、各校でご答弁いただいた中で、入っ

てくるか、入ってこないかというのは、

各学校で決めるというようなご答弁があ

りましたけれども、このあたり、やっぱ

り一定の基準というのは必要になってく

るのかなと思います。例えば、鳥飼小学

校では入ってきたらすぐあけるけれども、

鳥飼西小学校では、その人の判断であけ

なかったというようなところの一定のラ

イン、例えば、搬入業者であればどうす

るかとかいうところも一定必要なのかな

というふうに思います。そこまでできる

かどうかわかりませんけれど、子どもの

安全対策の１つとしては一定の基準を決

めていただきたいなということで要望さ

せていただきたいと思います。

　それから、小中学校通学区事業でござ

いますけれども、限られた予算の中で今、

現実やっていらっしゃると思います。優

先順位のほうもなかなか難しいとは思い

ますが、例えば、大きな事故が起こった

と。今、要望しているところで大きな事

故が起こったと。それに対して、今ある

危険箇所で、ここは地域の方たちにちょっ

とお願いして、この何か月間かはこちら

に、交通専従員を移動しようと。そうい

うことが可能なのかどうかというところ

をお答えいただけたらなと思います。も

ちろん限られた予算の中なので、あっち

もこっちもというわけにもなかなかいか

ないと思いますけれども、優先順位がな

かなか決めにくい中で事故が起こったと

きの対応、これを教えていただきたいと

思います。

　それから、教育相談事業の不登校に関

してでございますけれども、先ほど細か

くご説明いただきました。さわやかフレ

ンドも非常に効果が上がっているという

お話でございますので、できるだけ学校

に行ってもらえるような環境づくりとい

うのが非常に必要かなと思っております。

　特に、今の子どもたちの話を聞いてお

りますと、学校が休みだと非常にうれし

い。朝、起きたら学校に行きたくない。

こういう子どもたちの声を私自身はよく

聞きます。学校に喜んで行ってもらえる

ように、先ほど、南野委員も言っており

ましたけども、なぜ、最近の子どもは、

私たちのころには学校に行かなくてうれ

しいという感覚は休みのとき以外は余り

なかったんですけど、病院に行くから学

校を休むことが非常にうれしかったりと

か、けがをして病院に行かないといけな

いから学校を休める、遅れて行けるとい

うので非常にうれしかったりとか、そう

いう子どもたちが私の周りにもたくさん

おります。ですから、そういったところ

のきっかけがだんだん不登校につながっ

ていくのかなというふうにも思いますし、

いわゆるオンラインゲーム、こういった

ものの続きをやりたいから学校に行きた

くないというような現実ももう少し検証

していただいて、家の中でパソコンでずっ

とゲームをしているというところも含め

てまた、いろいろ検証しながら、不登校

の原因も探っていただきたいなと思いま

す。取り組みに関しましてはこのまま進

めていっていただければと思います。

　それから、いじめ防止対策推進事業で

ございます。４月以降に設置されるとい

うことで、国のほうもいじめ対策委員会

をということでございますので、これに

関しましては本会議でも申し上げました

ように、しっかりとこれをつくっていた

だきながら、いじめの氷山の一角で隠れ

ている部分、こういったところもしっか

りとフォローができるようにしていただ

きたいなと思います。教育長がおっしゃっ
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たように、いじめられた側の、いじめら

れたと感じたことがいじめだというふう

な教育長の思いはしっかりとわかりまし

たので、摂津市の子どもたちに、そうい

う気持ちを持つ子どもができるだけ減っ

ていただくように努力していただきたい

なと思います。

　それから、豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業でございますけども、道徳

教育に関しまして先ほどご説明をいただ

きました。心のノートもしっかりと活用

していくということでございます。実際、

今回、道徳教育公開講座などの開催とい

うところで、どのようなところに焦点を

当てて、また道徳教育を行うに当たって

の、道徳教育にもいろいろあると思うん

ですけれども、それを、どういうものを

しようとしているのかということをお伝

えいただければなというふうに思います。

　それから、教科書採択事業でございま

すけれども、教科書採択事業に関しまし

ては、図書選定委員の方々がやはりしっ

かりと選定の事業を行っていただけるよ

うな方、以前、教育委員の中に某教科書

の監修を行っていた方が入っていて、土

壇場になって採決のときに席を外すとい

うようなことがございました。そういっ

たことがないように、やはり教科書の採

択については、改善を図られるところは

あると思いますけれども、教科書の内容

について十分な調査、研究を行って、適

切な指導をと文部科学省からも通達され

ておりますので、そういった採択権者の

判断と、責任と、それから、重要な役割

を果たしているんだというところをしっ

かりと認識していただいて、やっていた

だきたいなというふうに思っております。

　この１年間、何回開催されるかわかり

ませんけれども、見たときに、先ほども

申し上げましたけれども、絵が大きいと

か、写真がきれいだとか、そういった内

容ではなくて、いかにこの国の学習指導

要領にのっとった形である、そして子ど

もたちに何を伝えたいのか、この教科書

から何を学んでいただきたいのかという

ところをしっかりと検証していただくよ

うな、選定委員を選出していただき、そ

して取り組んでいただきたいなというふ

うに思います。これも要望に変えさせて

いただきますのでお願いします。

　学力向上支援事業と、外国語活動支援

事業について。学力向上支援事業なんで

すけども、昨日の委員の質問の中で、過

度な競争は避けていきたいと。これはも

ちろんわかります。しかしながら、今回

のオリンピック、金をとるために一生懸

命頑張った、銅をとるために頑張った、

銀をとるために頑張った、いろいろいる

と思います。そういったスポーツの観点

から、競争の原理は避けて通れないと私

は思いますし、それは勉強に関しても同

じだというふうに思っております。それ

によっていわゆる劣等感を持ったり、そ

して、過剰な優越感、先ほど若狭次長が

おっしゃいましたけれども、それをいか

にフォローしていくのが教育だというふ

うに思っております。ですから、子ども

から、例えばサッカーのレギュラーにな

りたい、野球のレギュラーになりたい、

こういったところもやはり競争の中で生

まれてくるというふうに思っております。

　ですから、そこは、私はある程度学力

を向上させるには少しの競争意識は必要

だというふうに思っておりますので、こ

れは直接関係ありませんけれども、そう

いったことを向上させる支援員の方を派

遣するときに、全く競争しないでいいよ

というような支援員ではなくて、やはり

多少そういったところを理解できる方た

ちを私は派遣していただき、そして、子
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どもたちの学力を上げるようにしていた

だきたいなということを要望とさせてい

ただきます。

　人権問題の件に関しましてはわかりま

した。人権に関しましてはいろんな形の

人権問題がありますので、さまざまな観

点から検証を行っていただきたいという

ことで、これはもう結構です。

　それから、先ほどの図書の件でござい

ます。私も「はだしのゲン」がこんなに

置かれているんだなということを初めて

知りました。いろんな考え方があります

が、「はだしのゲン」の図書の中に、例

えば、妊婦の腹を切り裂いて、中の赤ん

坊を引っ張り出したり、女性の性器の中

に一升瓶がどれだけ入るか、たたき込ん

で骨盤を砕いて殺したりというような表

現が明記されているような図書であるこ

とにはかわりないと思います。戦争の悲

惨さを訴えるという点では、この漫画ほ

ど、私たちも小学校のころに読みました

けれども、非常に戦争は怖いんだなとい

うことを意識づけるにはいいのかもしれ

ませんけれども、余りにもちょっと過剰

な言葉が多いということと、それから、

いわゆる国家の否定、天皇陛下に対する

侮辱、こういったものもこの漫画の中に

は記載されております。

　ですから、今、学校図書の中にコミッ

ク本と呼ばれている本が現状どれだけあ

るのか。この「はだしのゲン」だけなの

か。それともほかに、例えば、いい漫画

がありますよね。昔でいうと「巨人の星」

とか、「キャプテン翼」とか、いろいろ

あると思うんですけど、そういった図書

もあわせて置いてあるのか、それとも

「はだしのゲン」だけ今、置いてあるの

かというところをお聞かせいただきたい

と思います。

　小学校給食事業の件でございますけど

も、これも安全マニュアルの運営に基づ

いて行っていただけると思いますので、

これも理解できましたので、引き続いて

マニュアル作成していただくようによろ

しくお願いいたします。

　それから、入学式の件でございます。

先ほど顔を見合わせるとかいうお話がご

ざいました。フロアにしている意味、在

校生と顔を見合わせないといけないのは

なぜなのか。それから、演台の横におか

れている。なぜ正面に置いていないのか。

以前に私も壇上の上に、隅のほうに後ろ

に国旗があったわけです。国歌斉唱のと

きも子どもたちは国旗を真後ろにしてい

たわけです。これを前に持ってくると。

前に持ってきたからいいというものでは

なくて、やはり正面に置いていただく。

これでは保護者の方たちが見えなくなる。

子どもたちが国旗で見えなくなるとか、

そういったことではなくて、私はできた

ら正面に置いていただくのが通常だろう

というふうに思っておりますけども、こ

れに関しましては教育長はどのようにお

考えになっているかお聞かせいただきた

いと思います。

　それと、君が代、いわゆる国歌の指導

時期が異なっているということでござい

ます。３月に行っている学校があると。

３月に行うということは、卒業式間近に

行う学校があるということでございます

ので、そこで子どもたちが本当に国歌を

歌えるのかということを判断していただ

けたらわかるかなと思います。簡単な歌

でございますので、２時間もあれば、も

ちろん子どもたちのほうが覚えますので

歌えるとは思いますので、ぜひとも、い

まだに卒業式、入学式に行っても国歌斉

唱になると子どもたちはざわざわと、私

たち来賓のほうを向きます。歌っている

口元をずっと見ているんです。ああ、こ

－44－



の人歌っている。そういう環境が今もな

お続いています。ですから、現場でやは

り校長会のほうでしっかりと国歌も歌え

るようにということを通達していただき

たいなと思いますけども、その辺いかが

でしょうか。

　もし歌えないのであれば、先ほどちょっ

と答弁が漏れていましたけれども、歌詞

カードにして子どもたちに渡すというこ

とをしていただけたらなというふうに思

いますけれどもよろしくお願いします。

　こども会育成事業についてでございま

すけれども、こども会育成事業自体が非

常に昔からある事業でございますので、

こども会、摂津市こども連合会の会長も

ずっと同じ方がやっていらっしゃって、

子どもをもうお持ちじゃない方が担って

いただいていると、非常に大変な仕事を

担っていただいているんだなということ

を認識しておりますし、ただ、やはり時

代とともに新しい方にもやっていただか

ないといけないと思いますし、それから、

こども会の加入率、こういったものも上

げていかないと、こども会育成事業もで

きていこないと思います。オセロ大会な

んかは非常に参加率も高くなってきて、

子どもたちがいかに内に入っているかな

というところもうかがえると思いますけ

ども、ソフトボールやキックボールに関

しましては、やはりどんどん減っていっ

て、実際にはもう試合ができないような

メンバー構成で活動されているところも

ございます。かといえば、非常にリーダー

シップを発揮される保護者の方がついて

いるところというのは人数が非常に多く

て、活動して、さあ、試合をやろうとい

う意識満々なのに対戦相手がいないとい

うようなところもあると思います。

　ですから、まずはこども会に入ってい

ただかないと育成事業もできませんので、

こども会に入っていただくメリット、何

なのかというところももう少ししっかり

と訴えていかなければいけないのかなと

思います。今、こども会に入っていない

のに育成会の役員をされている方は保険

だけは掛けないといけないんじゃないか

なということで、私のほうもそちらの方

にはお話しした経緯が以前ございます。

そういったちょっとやっているんだけれ

ども不都合なところ、こういったところ

の実態把握ができているのか。いろんな

お話を聞かれると思うんですけど、こど

も会の育成に関してはいろんな話が出て

いると思います。それについてはどのよ

うに対処されているのかなというところ

をお聞かせいただけたらなと思います。

　学校図書のＷｉ‐Ｆｉの件でございま

すけど、非常に前向きな意見をいただき

ましたので、また、時代の流れとともに

そういった環境整備も必要かなと思いま

すので、また、ご検討しながら予算をつ

けてもらえるように頑張って行っていた

だきたいと思います。

　それから、ファミリーサポートセンター

運営事業の件なんですけれども、今現状

のファミリーサポートに関しまして、摂

津市内でもＮＰＯの団体がございます。

こういったところはファミリーサポート

事業が今、手が足らない状態だというふ

うに聞いております。去年、ＮＰＯにさ

れましたファミリーサポート事業を民間

でやっている、いわゆるＮＰＯでやって

いるという、今の現状でも非常に手が足

りなくて大変で、働くお母さんたちの子

育て、また、仕事、介護の応援を一生懸

命されている。こういうところとやっぱ

りしっかりと連携をしていって、日ごろ

から連帯を通じて、行政がちょっとでき

ないところをＮＰＯにお願いしていくと

いう連携をとらないと、これからやっぱ
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りこういった事業は非常に必要だという

ふうに私は感じております。

　ですから、実際の今あるファミリーサ

ポートの現状をもう少し分析していただ

いて、なぜ、協力会員が少ないのか。そ

れに対して、何か投げかけをしっかりと

しているのか。それから、会員はいるん

だけれどもなかなかお願いできない現状、

こういったものももう少ししっかりと分

析しないと、お金だけがあって、結局は

何もできていないという状態だと宝の持

ち腐れだと思います。制度的にはこれは

最初に始まったころからもう１０年以上

たっていますよね。１０年以上たってい

ますけど、なかなか実際に便利なようで

なかなか使いにくい制度であることはも

う重々よくわかっているので、そこをサ

ポートできるＮＰＯと一緒に共同ででき

る仕組みを少し考えていただきたいなと

いうふうに思っておりますので、そのあ

たりのご答弁をお願いしたいと思います。

　それから、摂津ふれあいマラソン大会

ですけど、非常に職員の負担が大きいの

かなというふうに私は見受けられました。

たくさん人はいるんだけれども、でも、

前日からの準備はほとんどが役所の方が

来られてやっている。担当課が来られて

やっていると。担当課がいなければでき

ないような状態じゃないかなというふう

に私は見受けられましたので、こういっ

たところも今後はちょっと解消できるよ

うな方向づけをしていかないといけない

のかなというふうに思っております。な

かなかテントの費用、テントを建てるだ

けでも非常に大変ですし、コースの設定

をするだけでも非常に大変だと思います。

ある程度、今の枠組みの中で、これ以上

広げることも私は金銭的にちょっと不可

能かなというふうにも感じておりますの

で、摂津ふれあいマラソン大会を実際、

どういう方向にしたいのか。例えば、もっ

ともっと市民の方だけではなくて、他市

の方が今、来られていますけど、他市の

方にも広げていきたいのか。それとも、

いやいやもう摂津市だけの中でやるから

これでいいんだよという方向なのかとい

うことで大きく変わってくると思うんで

す。非常に、摂津ふれあいマラソン大会

は他市の方はよく知っていらっしゃいま

す。なぜか。利用料金がものすごく安い

から。ゼッケンなんかもいただいたりと

か、タイムもきっちり出していただいた

りとか非常にしていますけど、今年もタ

イムを測定する機械をもう買うお金がな

いので用意ができないと。１個つぶれた

らもうそのまま測定できないんじゃない

かというようなところも見受けられるの

で、そういったところも含めて、今後の

展開としてどのように考えられているの

かということはお聞かせいただきたいと

思います。

　それと、２回目の質問になって恐縮な

んですけど、機構改革の件についてお聞

きしておきたいと思います。

　２年前に大きな機構改革の中のテーマ

の１つにワンストップサービス、いわゆ

る保健福祉部からの保育所関連業務が教

育委員会の組織に融合するという、他市

からも非常に注目を受けた取り組みがあっ

たと思うんです。

　さらに当時の説明では、一貫した子育

て支援の充実を目指して、こども教育課

と、それから子育て支援課に業務が分散

されていました。私の記憶では当時の福

祉関係者が大変大きな手術なので、担当

部としては業務を分散しないでこれまで

どおり１つの組織として教育委員会に編

入するように交渉しているということを

話されていたのをちょっと覚えているん

ですけれども、このような大きな改革の
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後、２年でテーマの１つであった保育部

門の合体は、あの改革が一部失敗であっ

たというようなあらわれとして認識して

もいいんでしょうか。もちろん今回の再

改革で市民サービスの向上が図られるな

らそれはもちろんそれで構わないんです

けれども、一番最前線で働いていらっしゃ

る現場の皆さんの理解をしっかりとして

いらっしゃるのか。しっかりと話されて

いるのかということをちょっとお聞きし

たかったなと思います。

　先般、保育所関係の先生と話す機会が

ちょっとありました。その先生はもうい

いかげんにしてほしいと。こんな何度も

何度もというような発言もありました。

代表質問でも渡辺議員が、教育委員会事

務局と学校現場が１つになっていないと

いう話をされておりました、代表質問の

ほうでも。私も現場とかけ離れているの

かなというところがありますので、現場

抜きの委員会事務局の卓上の計画で現場

が混乱している状況が何か結構あるのか

なというふうに感じております。

　教育現場の中ではいろんな問題が文教

常任委員会にも報告があがってくるんで

すけれども、ほとんどが最初の発生内容

だけで、事後の報告が非常にないという

ことを私、以前も言わせていただきまし

た。結果報告はこちらから求めないとな

かなかしていただけないのかなというふ

うに思いますけども、ここにも何か教育

委員会事務局の何かあるのかなという、

姿勢を感じるときがございます。

　ですから、教育長にお聞きしたいのは、

この１年、どう感じられているのかとい

うことを、またどこにその原因があるの

かということもあわせてお聞かせいただ

きたいなというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午後２時２４分　休憩）

（午後２時２７分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　答弁を求めます。

　岩見課長、校務員の体制と、お互いの

連携のことについて聞かれていたと思い

ますので、そこをお願いできますか。

○岩見総務課長　校務員の連携と調整と

いうことでございますけども、校務員業

務、各学校、小学校、中学校がございま

すけれども、内容的には同様な部分もご

ざいます。ただ、校務員にとりまして、

ひとりひとり、個々の得意な分野等々や

不得意な分野もございます。その点は連

携をとって作業会議なりで情報共有をし

ながら連携をして共同に作業を行い、各

学校に、ちょっと言葉が語弊になるかわ

かりませんが、格差がないような学習環

境を整えてまいりたいというふうに、そ

のように考えているところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　次に、中村参事。

お願いします。

○中村子育て支援課参事　それでは、ま

ず通学路の件でございますけども、大き

な事故が起きた場合、専従員の配置替え

も含めた臨時的な対応はどうかというお

問いだったと思いますけども、当然のこ

とながら、我々、教育委員会といたしま

しても交通安全等未然防止に努めておる

ところでございます。危険箇所につきま

しては、道路事情が変わることによりま

すし、また、新たな開発等によって交通

の状況が変化することもあると認識して

おります。

　委員がご説明のように限られた財源の

中で効率的に安全を守るには、時には柔

軟な対応も必要かと考えますということ

をおっしゃいました。ただ、そのために

は地域での協力やご理解が必要となる場

合も出てまいると思います。当然、今現
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在、セーフティーパトロール、青色防犯

パトロール、それとあと、校区によりま

したら民生委員、あとＰＴＡの方も当然

でございますけど、さまざまな形で子ど

もの地域における安全についての対策を

していただいておる中でございます。

　ですから、当然、専従員、もし大きな

事故が起きた場合の対応方法でございま

すけども、当然、予算がある場合にはそ

れで対応できるわけですけども、その他

といたしましてはやはりどうしても不足

部分についてはある程度、地域の方のご

協力も得ながらの対処が必要になってく

るものと考えております。

　それと、あと、ファミリーサポートセ

ンター運営事業でございますけども、こ

れは午前中、南野委員のほうにもご説明

させていただきましたように、当然、援

助会員の拡大、不足に伴う援助会員の拡

大が大きな課題であるという認識はいた

しております。それとあわせまして、当

然、事業の枠組みの中での不足している

部分等の分析も進めるとともに、また、

子育ての視点からさまざまな団体との調

整協議等も行う中で対処していきたいと

思っております。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　私のほうからまず、

道徳教育にかかわりまして、豊かな人間

性をはぐくむ取組み推進事業でございま

すが、この推進事業の中には、道徳教育

公開講座の開催ということで、例えば大

阪府からの例示によりますと、子どもの

心を耕すための講演というのが一つ例に

挙がっているということもございまして、

第三中学校区では日ごろ児童生徒、また

保護者のご相談等に対応させていただい

ているスクールソーシャルワーカーのスー

パーバイザーの方による講演を実施させ

ていただきました。

　また、各学校における道徳教育はどの

ようなものを中心に行うかというお問い

でございますけれども、いじめの認知件

数が増加するということなど、あるいは

本市の児童生徒が自己肯定感の低い子ど

もや熱意を持って勉強する子どもが少な

いという傾向にあることなどを考えまし

て、思いやりや規範意識などの道徳性を

育むということを狙いに各学校で授業に

取り組んでおるところでございます。先

ほど申し上げましたように、心のノート

を含めた道徳教材を活用し、読み物資料

を用いましてそのような道徳性を育む授

業などを行っております。

　続きまして、「はだしのゲン」以外に

学校図書館に漫画の本などがあるのかと

いうお問いに対しましてご答弁申し上げ

ます。

　学校によってさまざまな状況でござい

まして、一覧というものが私の手元には

ございませんが、決して「はだしのゲン」

のみが開架されているというわけではな

く、小学校でありましたら、日本の歴史

であったり、そういったものであったり、

それから、中学校によっては手塚治虫の

本であったり、バスケットにかかわる漫

画がずらっと並んでいる中学校も見てお

りますので、決して「はだしのゲン」だ

けが漫画として置いてあるということで

はございません。

　次に、国歌についてでございます。全

学年に指導が終わる、終了するのが３月

というのが３校ございますとご答弁申し

上げました。そのうち２校が１学年のみ

残してということでございますけれども、

学習指導要領に基づき、歌えるように指

導することとございますので、指導を行っ

ているところだと思っております。

　教育長名での通知を行った後、校園長

会、それから教頭会等で繰り返し学校に
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対しては指導を行っております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども会に関す

る件につきましてご答弁させていただき

ます。

　こども会の活動でございますけれども、

子どもたちの休日の過ごし方、地域での

過ごし方といいますのは、こども会活動

以外にもスポーツ少年団活動であったり、

クラブ活動、いろんなことをされており

ますけれども、それらとは違った特徴と

して、やっぱり地域に密着したこども会

活動、同じ小学校区内にいる子どもたち

が異年齢で活動する、そういった大きな

特徴がこども会活動にはあると思います。

　市のこども会育成連絡協議会のほうも

加入率の減少等も踏まえまして、実態把

握をするためにアンケート調査というの

も実施されております。その中では、単

位こども会の活動の内容であったり、運

営されていく上での課題、役員、指導者

の現状はどのようになっているのか、ま

た摂津市こども連絡協議会のほうの行事

の考え方や会議の時間帯や回数、こういっ

たことも率直な意見をお伺いするアンケー

トを実施されました。私も拝見させてい

ただきましたけれども、その中ではやは

り委員がおっしゃっているように、役員

の負担が大きい、また役員のなり手がな

い、そしてこども会をやっていく中でも

魅力やメリット、もっとわかりやすく皆

さんに発信してほしい、こういったご意

見がございました。

　これらを踏まえて、こども会の中でも

率先してポスターを張ったりとか、自治

会と協力している先進的な取り組みの事

例なんかも踏まえて、いろんなところで

活用できないか、取り入れられないかを

考えていっておられるところでございま

す。市としても支援方策を考えていると

ころでございます。

　こども会の課題やあり方について、活

性化については自治会の活動とも大きな

関係があろうかと思います。今年度開催

いたしましたこども会大会には全自治会

長にご案内をさせていただいて、多くの

自治会長にご参加をいただきました。こ

ども教育課だけではなしに、ほかの課、

またＰＴＡなり、青少年指導員、こども

会活動を経験された指導者の方もおられ

ます。そういった方々、いろんな方のご

意見をいただきながら、よりよいこども

会となるよう、多くの方に参加していた

だけるこども会になるよう、努めてまい

りたいと考えております。

○嶋野浩一朗委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　先ほど、課長

の答弁漏れがございましたので、入学式、

卒業式の国歌の指導、それから対面式を

なぜ行っているかというところでござい

ます。

　まず、国歌の指導につきましては、教

育長通知で大きく４点、学習指導要領に

のっとって適切に実施すること、これは

従来から申していたところです。それか

ら、府の条例に従って、いわゆる起立条

例に従って職員を指導すること、それか

ら、国歌が歌えるように、子どもたちが

歌えるように指導すること、それから、

教職員も指導者として模範となるよう示

すこと、これについての通知、あわせて

それ以降は繰り返し校長会、教頭会、課

長だけでなく教育長、それから私も含め、

部長からも指導してまいりました。明日、

中学校の卒業式でもう迫っておるんです

が、歌えるようにというところは各校指

導してまいりたいなと。その指導とあわ

せて例えば歌詞が覚えられないのであれ

ば、しおりに歌詞を掲載するとか、そう

いったご提案はしたいなと思っておりま

－49－



す。

　それから、対面式でございますが、儀

式ということでステージを用いる、ある

いは卒業生、新入生、これを主人公と据

えた、みんなで送り出す、あるいはみん

なで迎えるといった対面式、この方式に

つきましては、学校が決めることである

と思っております。教育委員会として対

面式を奨励しているわけではございませ

ん。ただ、趣旨については学校から先ほ

ど申しましたとおり、みんなで卒業生を

送り出したい、あるいは新入生を迎えた

いと。ちょうど在校生、保護者からは背

中しか見えない、この状況を改善したい

というところで対面式が広がっていった

というふうには確認はしております。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　摂津ふれあいマラ

ソンの今後の方向性をどう考えているか

というご質問でございます。今年で第３

４回摂津ふれあいマラソンを開催させて

いただきました。今年度の開催につきま

しては実行委員長としてお世話になりま

した。ありがとうございました。

　このふれあいマラソン、淀川の河川敷

に再び変更いたしまして、なおかつ市内

在住、在勤、在学という、そういった制

限を外しましたところ、多数の参加をい

ただけるようになりまして、私が部長に

なりまして２年度目、平成２３年度には

申込者ですけれども約１，０００人とい

うことで、もう少しで１，０００人に届

くところまで参ってきておりました。次

の年は１，２００人、１，３００人とふ

えていくと考えておりましたけれども、

平成２４年度、平成２５年度につきまし

てはインフルエンザとかも関係ありまし

て、参加者が減ってまいりました。

　本市のふれあいマラソンですけれども、

私が主催者として見ておりますと、淀川

の天端といいますか、そこを走るマラソ

ンというのは他市でもないマラソンだと

思います。天端を走って、淀川全体を見

渡せるというのは、これは一つの本市の

マラソンの大きな利点であるというふう

に思います。

　あと、私も十数年前までは多数のマラ

ソンに参加しておりまして、普通マラソ

ンといいますと、今風の大会ですとラン

ナーズチップを導入いたしまして、たく

さんの方に来ていただいて、なおかつゲ

ストを呼んでというような大会が多くご

ざいます。その中で本市のマラソンは主

に小中学生、児童生徒を中心として参加

していただきましたが、そのままでは大

会としては発展性がないということで、

市内要件を外したというような経緯がご

ざいます。我々といたしましてはやはり

大会の方向性としてはそういった市内要

件を取り払って、一般参加の方にたくさ

ん参加していただきたいというふうに考

えておりますけれども、予算のこともご

ざいます。９０万円の予算をいただいて

おりますけれども、この中には人件費は

含まれておりません。ほとんどが物件費

というような、そういった予算の中で開

催いたしております。

　それから、実施体制、実行委員会を初

め、関係者の方々にお世話になっており

ますけれども、現状の実施体制の中で、

これから大きな大会をしていくというの

は非常に無理があるのかなというふうに

考えております。そういった実施体制、

予算、それからランナーズチップを導入

するといたしますと参加料は、先ほど本

市の５００円、ワンコインで参加できる

という大会が少なくとも、もう１，００

０円以上、安くても１，５００円という

ような参加料が必要になってこようかと

思います。そういったところで、こうい
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う実施体制、予算、参加料、そういうと

ころを考えながら次の大会の開催という

のを考えていかなければなりません。こ

れまでの実行委員会のお話を聞きますと、

摂津市のマラソン大会についてはこじん

まりとやっていきたいというような、実

行委員会としての意向もあったように思

います。我々としてはできるだけ市のマ

ラソン、それから、市のアピールという

こともございますから、摂津ふれあいマ

ラソンというのを盛大に開催していきた

いと思います。我々行政だけで大会を開

催できるわけではございません。やはり

こういう実行委員会にもお世話にならな

ければいけないということになりますの

で、今後のふれあいマラソンのあり方に

つきましては、大会としては大きくして

いきたいというふうに考えておりますけ

れども、来年度のことにつきましては実

行委員会等々とお話をさせていただいて、

今後の方向も決めさせていただきたいと

いうふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　機構改革につい

てご答弁させていただきます。

　３年前に１階の福祉から子育て支援、

保育所の部分が６階教育委員会に移管さ

れまして、機構改革があったわけでござ

います。そのときやはりかなめになった

のは次世代育成支援というテーマで、次

世代育成部をつくったことだと思います。

　まずは就学前教育と義務教育、このつ

なぎをしっかりしていくということと、

それから、地域での教育を支える団体も

含めて進めていこうということで、次世

代育成部ができたと思います。

　ただ、３年がたちまして、１つはやは

り就学前教育をさらに一層進めていくた

めにはやはり公立だけではなくて民間の

保育所、幼稚園の協力がもちろん必要だ

ということ、それから子ども・子育て支

援の新しい制度に移行するに当たりまし

て、やはりこれからの保育所行政とか、

幼稚園行政を考えたときに、今、公立の

部分は次世代育成部で、民間等につきま

しては教育総務部で持っておりますけど

も、やはり全体を見合わせた形で見てい

くのが好ましいのではないかという考え

方に立ちましたときに、１つの部で、課

で、たくさんの業務を持てませんので、

やはりそうなりますと、今の優先順位を

考えますと、そこを優先しまして、例え

ば、今までこども教育課で持っておりま

した、地域の教育関係の団体とか、そう

いったものにつきましては一定生涯学習

部で担当していただこうといったような

形で取り組んできておりますので、やは

り３年間の取り組みと、それから現在の

特に保育を、子ども・子育て支援の関係

をめぐる状況等の変化の中で今回の機構

改革を考えましたので、そのあたりをご

理解いただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　箸尾谷教育長。

○箸尾谷教育長　幾つかご質問いただき

ましたので、お答えいたします。

　まず、教育委員会の基本的なスタンス

としましては、やっぱり所管の小中学校

におきましては、関係法令並びに学習指

導要領に沿った形の教育が行われるよう

指導していくべきものであると認識して

おります。

　お尋ねの卒業式、入学式の形態につき

ましては、学習指導要領の特別活動の儀

式的行事という中に記載がございまして、

厳粛であるということが求められており

ます。そういう意味では、私としまして

は一定の厳粛さが保たれているのであれ

ば、当日の卒業式、入学式の主役である

子どもたち、また卒業生、入学生の保護

者の方々、それから小学校で６年間、中
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学校で３年間、子どもたちと一緒に、時

には泣きながら、あるいは笑いながら一

緒に成長してきた教員、これらの思いを

尊重していきたいと思っています。そう

いう意味で、形態がステージ形式なのか、

あるいはフロア形式なのかは各学校でご

判断いただいたらというふうに思います。

　国旗の位置につきましても、やっぱり

ステージでやるのであれば、私は壇上に

きちんと置くべきだというふうに思いま

すけれども、フロア形式でやる場合は儀

式の邪魔にならない、しかし国旗として

の尊厳を保たれた位置というものを各学

校で適切にご判断いただければいいもの

というふうに考えております。

　それから、学校現場との情報連携が不

足しているとご指摘いただきました。特

に、事案発生時は報告があるけども、事

後報告が足らないのと違うかというご指

摘につきましては、真摯に受けとめさせ

ていただいて、事後報告につきましても

対応させていただくように努力したいと

いうふうに思っております。

　また、機構改革についてのご質問もい

ただきましたけども、今、登阪部長から

答弁しましたように、私どもとしまして

はより良いものになるようにということ

で改革をさせていただきましたけれども、

現場にそういう混乱がないように、十分

に説明をしていきたいというふうに思い

ます。

　それから、教育委員と議員の懇談会に

つきましてなんですけれども、これは懇

談会というものの位置づけが難しいなと

いうふうに思います。今までは議会には

教育委員の一員である教育長が出席させ

ていただいているということで、議員と

の意見交換がそこでなされているという

位置づけだったと聞いております。今後、

そもそもの教育委員会制度が改革される

と。また、総合教育会議という会議が新

たに新設されるということで、一部の新

聞報道には、その総合教育会議の出席者

に議長が、というような記事も載ってお

りました。今、どうなっているのかわか

りませんけれども。そういうことで、総

合教育会議の出席者、その辺が今国会で

議論されますから、一定法改正がなされ

た時点で再度また考えていきたいという

ふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　２回目をお答えいた

だいたところで、要望できるところと質

問できるところと、もう短くいきたいと

思いますけれども、まず１つは先ほどご

説明いただきました入学式の国旗、国歌

の件でございます。箸尾谷教育長のほう

からもお答えいただきました。確かに今

の現状から考えると子どもの顔を見たい

とか、子どもの写真を写したいとか、そ

ういう親もいることも事実でございます。

ただ、逆に言うと、先生から厳粛な中で

もらうというところに関しましては、やっ

ぱり先生を敬う気持ち、こういった気持

ちをそこで培うことは１つはできるのか

なというふうに感じております。今、仰

げば尊しを歌っておりませんけれども、

やっぱりそういった気持ちを持たないと、

先生に対して呼び捨てにしたりとか、何々

先生というんじゃなくて、名字だけで、

上の名前だけで呼ぶとか、そういった言

動につながっていくのかなというふうに

私は感じております。

　ですから、今回、いきなりステージに

あしたしてくださいと言っているわけで

はなくて、やはりそういったことも踏ま

えて、考えていただいて、そして、今、

箸尾谷教育長がおっしゃったように、確

かにステージで国旗をしっかりと揚げる

のと、反対を向いてフロア形式で、国旗
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をじゃあ、どこに揚げるんやという議論

もありますのでなかなか難しいとは思い

ますけども、やっぱり昔ながらの伝統と

か、文化とかそういったものも学習指導

要領の中にはあるはずです。ですから、

そういったものも継承できるような方向

性に私は進んでいただきたいということ

を望ませていただきたいなと思います。

　先ほど、「はだしのゲン」の話がござ

いました。コミック本はそれだけじゃな

いよというお話でございました。ただ、

普通の漫画とどう違うのかというと、や

はり私も小学校のときにこの漫画を見た

ときに、腸が出ているような描写、これ

を見て約２年うどんが食べれなかった経

験があります。ですから、そういった子

どもたちに何らかの影響を与えるような

本であるということは私も経験から持っ

ております。その漫画本を今現在、１０

校に置いていらっしゃるということでご

ざいます。これについてはやはりいろん

なところで有害図書であるというふうに

も言われておりますので、ちょっと検証

していただいて、これが本当に学校文庫

に置くことが適切であるか、ないかとい

うことは、ある程度少しやっぱり検証し

ていただきたいなというふうに思います

ので、そこはもう要望と変えさせていた

だきます。

　それから、機構改革に関しまして、登

阪部長のほうと箸尾谷教育長のほうから

お答えいただきました。やはり現場としっ

かりと話をしていただきたいなというふ

うに思います。上の機構改革だけで下が

ついていけないということになると、やっ

ぱり現場が混乱します。先ほど箸尾谷教

育長もおっしゃっていただきましたけれ

ども、そうならないように、しっかりと

再度、組みかえているわけでございます

ので、今度はしっかりとタッグを組める

ように頑張ってやっていただきたいなと

いうふうに思いますので、要望とさせて

いただきます。

　あと、摂津ふれあいマラソン大会の件

でございますけれども、チップをして大々

的にやってお金をとってというところな

のか、経費のほうはワンコインで抑えな

がらというと、なかなかそんなに広げら

れないというところもありますので、人

的なことも考えると非常に大きな事業で

すので、今後、実行委員会と相談しなが

ら、徐々に増やしていくのか、それとも、

全く今の状態のまま、ただ、今の状態を

見ていると、職員の方が非常に大変だな

という思いはあります。ですから、もっ

といろんな団体に協力していただく。今

ある以上の方々にも手伝っていただくこ

とができるのであれば広げていくことも

可能なのかなというふうに思いますし、

タイムに関しても一生懸命なれた先生が

やっていらっしゃるので、今はそんな不

備がありませんけれども、これがまたそ

の先生たちが年々世代交代になってかわっ

ていくと、やはりまた１からになってい

くのかなというふうにも感じますので、

その辺もまた考えていただきたいなと思

います。

　そして、最後に、これは継続してずっ

とやっておりました案件が１つだけござ

います。これは修学旅行の件なんですけ

ども、修学旅行の件、以前からも修学旅

行の業者の選定に関してやっておりまし

たけども、昨年度のちょっと実績と、今

現状、どうなっているのかということと、

それから、行き先、アンケートをとりま

したよね、そのアンケートをとって、今

年度はどういう方向性でいくのかという

ところのお答えだけ最後にちょっとお聞

かせいただきたいなというふうに思って

おります。
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○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩します。

（午後２時５７分　休憩）

（午後２時５８分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　修学旅行、特

に小学校ですね、小学校の修学旅行の取

り扱い業者が独占状態ではないかといっ

たところが文教常任委員会でご指摘いた

だきまして、それに基づいて改善を重ね

てきたところでございます。今年度、平

成２５年度につきましては、小学校２校

が別の業者になり、修学旅行を実施いた

しました。今年度中に来年度の行き先を

決めているところでございますが、来年

度は半数の学校で業者が変わっておりま

す。５校です。あわせて、修学旅行事務

手続の、特に業者選定のマニュアル、こ

れを昨年度中に、平成２４年度に作成し

まして、平成２５年度からそれに基づい

て運用しているところでございますが、

ほかの学校徴収金、特に修学旅行の積立

金でありますとか、それからアルバムの

積立金、また、教材費等、子どもたちに

直接、返っていくような徴収金全般のマ

ニュアルを作成いたしました。現在、校

長会、教頭会、それから事務職員からご

意見を頂戴し、細かいところの修正を図っ

ているところでございます。これについ

ても当面、試行実施になるかもしれませ

んが、冊子を作成いたしましたので、微

調整が終わった後、またご提示できるか

なと思っております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

○大澤千恵子委員　結構です。

○嶋野浩一朗委員長　ほかございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午後３時　　分　休憩）

（午後３時２７分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　議案第３０号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。質疑のある方。

　安藤委員。

○安藤薫委員　議案第３０号について質

問をさせていただきます。

　本件は私立幼稚園の園児の保護者に対

する補助金交付の変更だということであ

ります。条文上にありますが、今回の変

更点で、対象者を新たにつけ加えられて

いるということであります。もともとこ

の制度が私立幼稚園の園児の保護者に対

して交付している補助金ということであ

りまして、今回、この条例改正で対象者

を改めてこのように規定をするというこ

との意味についてご説明をいただけたら

なというふうに思います。１点目、お願

いします。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

ご答弁を申し上げます。

　私立幼稚園の保護者に対する助成の制

度は、国の制度と市の制度の２つがござ

いまして、保護者にはこの２つの両方の

制度の合計額を助成するという形でして

おります。

　市制度につきましては、国の制度を補

完する形で制度設計をしてきております。

今回、改正を行いますのは市制度の対象

者の部分となっております。

　国制度におきましては、所得階層別、

また、子どもの人数別に助成額が定めら

れておりまして、平成２６年度に向けて

の制度改正の中で多子世帯に対しまして

手厚い給付をする予定というふうに聞い

ております。これを受けまして、補完的

に実施しておりました市制度につきまし
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ても見直しを行いまして、全体の均衡を

保てるように対象者の部分の見直しを行

うということで考えているものでござい

ます。

　国制度の増額分が大きい階層につきま

しては、市制度がなくても従来の金額を

下回らない、または、実質的に保育料を

ほぼ賄える状態となるように、平成２６

年度は制度改正を実施するという予定を

しております。この部分につきましては、

規則改正のほうで対応していきたいとい

うふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　もう一回ちょっとお聞き

したいんですけども、今回の制度は今ま

で私立幼稚園の保護者に対する補助金と

して、国の就園奨励補助金という制度と、

それに上乗せをして市独自の今回の条例

にあがっている補助金と両方があります。

今回、就園奨励費のほうの見直しがあっ

て、聞くところによりますと多子世帯な

どを含めてかなり手厚い交付金になって

いくということになるというふうにお聞

きしております。それにあわせて摂津市

の補助額も調整をしながら、私立幼稚園

に通っている保護者の方の負担が増えな

い形での改正だというご説明だったかと

思います。

　市内には幾つかの私立の幼稚園がある

かとは思うんですけども、２つの補助金

を支給することによって、私立の幼稚園

の保育料が大体、どのくらい保護者の方

のご負担になっているのか、所得によっ

ても交付額が異なっているかと思います

けども、交付金額については今後のこれ

から細かい数字が出てくるというような

お話ではありますけども、現段階を含め

て、現段階では私立幼稚園それぞれの３

園ほどあるんでしょうか、私立幼稚園に

通っておられる方々の保育料と、それか

ら、今度の交付金、差し引きした部分が

自己負担部分になるかと思いますけども、

その自己負担の状況はどんな状況になっ

ているのか、その点もお聞かせをいただ

きたいなと思います。

　それから、同時に、見直しにおいて、

事務手続上、補助金を交付をしてもらう、

交付を受けるに当たっての保護者の方の

手続上は何か変更があるのか、現状と変

更点があるなしについてもお聞かせいた

だきたいなと思います。

　それから、１回目を聞いて、すぐ理解

できていなくて申しわけないんですけど

も、この条例の改正分は対象者の項目を

つけ加えておられますね、条文上。もと

もとの条文には目的のところに私立幼稚

園の保護者に給付をするということで、

対象者を含めて交付するというふうに書

いてあるんですが、あえてこの第３条を

第２条と旧３条の間に新たに第３条を入

れたというところの意味合いについて、

何か意味があるのか。ちょっとその辺、

条文上整理するということなのかどうか

も含めてちょっと、その点ももう一回お

聞かせください。

○嶋野浩一朗委員長　木下子育て支援課

長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

２回目のご質問にご答弁申し上げます。

　まず、保護者の負担のほうでございま

すけれども、階層によって、安藤委員が

おっしゃっていますようにばらつきがご

ざいます。その中で、国のほうでは一応、

３０万８，０００円という金額を国レベ

ルでの平均額となっております。それか

ら、就園奨励補助金と保護者補助金を合

わせた額との差額を保護者負担額と考え

ますと、ゼロの世帯から数万円といった

世帯、それから２５万円程度の負担をい

ただく世帯などがございます。
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　手続につきましてでございますけれど

も、特に今までと変更はございませんの

で、両方の制度をあわせて手続の申請書

を配らせていただきまして、各園のほう

で配っていただいて、市に申請いただく

という形につきましては変わりございま

せん。

　それと、対象者の部分、文言の部分で

すけれども、なぜ入れているかというと

ころでございますけれども、今回、市の

制度の部分につきましては、給付しない

方が制度上出てまいります。これまでの

条文であれば、そのあたりが十分に読み

取りにくいということで、今回、こうい

う形で改正をさせていただくものでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　若干補足をさせて

いただきます。

　私立幼稚園に行っておられる保護者の

方に対する補助金ですけども、安藤委員

もご存じかとは思いますが、国制度にお

きましてはどちらかといいますと所得の

低い方というのは、大変失礼な言い方か

もわかりませんけど、低い方に対して若

干手厚く、今までは助成金をお支払いを

しておりました。それを補完するような

形で市制度につきましては、お支払いを

しているというような状況にございまし

た。今回、国制度、多子、お二人目、三

人目がいらっしゃるお子さんにつきまし

ては、所得にかかわらず国制度として一

定の助成金をお支払いする制度に変わっ

たところでございます。そのまま市制度

を置いておきますと、どちらかといいま

すと、所得の高い方に対して多くの助成

金をお支払いするような形になりますの

で、そういうことにならないように、国

制度がＡということで、市制度がＢとい

うことでございましたら、Ａ足すＢをあ

る一定の額、また所得の高い方につきま

してはＢのところ、市制度についてゼロ

というようなことで設定させていただき

ましても、国制度の額が十分増えますの

で、そういうような趣旨で改定をさせて

いただくということで、規則の改定につ

きましては、そういう趣旨の改定になる

のかなというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　国のほうの制度について、

変更に基づいて所得の多い人、少ない人

で矛盾が起きないように市のほうの制度

で改正をしますと。その金額については

今後の正式な数字が出てきてから、規則

のほうで変えていくということで、いず

れにしても私立幼稚園に通う保護者にとっ

てみて、交付金が増えて自己負担が減る

方はいらっしゃっても、負担が増えてい

くというようなことはないというふうな

理解でよろしいのか、その点をお聞かせ

いただきたい。

　それから、手続についても、これまで

同様、摂津市のほうから各園のほうに書

類を渡して、幼稚園のほうから各保護者

のほうに書類を渡していただいて、幼稚

園に申請していただく。幼稚園が取りま

とめて市のほうで手続をして、交付は各

保護者の口座のほうに振り込むというよ

うな手続でよろしいのかと、それも確認

をさせていただきたい。

　それから、この制度については、私立

幼稚園と公立幼稚園と、摂津市内には２

つの種類の幼稚園が存在しますし、公私

間それぞれで協力しながら就学前教育を

担ってきていただいていたわけで、同時

に公私間格差の是正という点では、国の

制度であったり、このような保護者への

交付金ということで、公私間格差を是正

しているというような取り組みをやられ
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きているかと思いますが、今回の就園奨

励費等が増えていくことによって、保育

料だけで見ますと、私立幼稚園に通って

おられる方の負担が実質上ゼロに近くなっ

ていくケースが出てくるかと思うんです。

一方で公立幼稚園の保育料は確か、今、

月額１万円だったでしょうか、なってい

ると思いますが、公立幼稚園は所得にか

かわりなく恐らく１万円だったかという

ふうに思いますが、逆転現象が起きてい

るのではないかなというふうに思うんで

すけども、その点のお考えについてもお

聞かせをいただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　まず、１点目で

ございますけれども、先ほども１回目、

ご答弁申し上げましたように、国のほう

の制度が手厚くなって、市のほう若干調

整をさせてもらいますけれども、これに

よって従来の金額を下回らない、または

実質的に保育料のほうをほぼ賄えるとい

う状態になるということでの制度設計を

考えておるところでございます。

　それと、２点目、保護者への支払いの

方法につきましては、これまでどおり、

保護者に対して直接振り込みをさせてい

ただくという形は変わりません。

　それと、３点目、公立幼稚園との差と

いうことですけれども、現在、所得の低

い方の減免制度を設けて対応してきてお

ります。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　ほかございますでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　以上で質疑を終わ

ります、

　続きまして、議案第３３号の審査を行

います。本件については補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑のある方。

　安藤委員。

○安藤薫委員　議案第３３号について質

問いたします。

　この件は代表質問であるとか、これま

での予算の要望だとかいろいろなところ

で発言もあり、議論もしてきたことであ

りますが、乳幼児医療助成制度を通院の

対象を小学校６年生まで拡大して、子ど

も医療費助成制度と名前を変えて、条例

を改正するという中身だというふうに認

識しているところで、これまでよりも対

象年齢が拡大されるということについて

は大きな前進だと思います。その点では

本当にこの制度の前進については評価を

したいということを最初に申し上げて、

少し質問をさせていただきたいと思いま

す。

　今回は、通常、従来であれば、摂津市

の子ども医療助成制度は、入院では所得

制限なしで中学校卒業まで、大阪府の制

度は所得制限ありで就学前までというこ

とですので、大阪府の制度に上乗せをし

て、所得制限なし、中学校卒業までとい

うのを入院の助成制度にしてきました。

　そして、通院のほうは大阪府の制度は

２歳まで。３歳未満だったでしょうか。

所得制限ありで助成されている大阪府の

制度に摂津市独自が上乗せして、小学校

入学前まで所得制限なしで助成をしてき

ました。今回、拡大されるのは、通院の

助成対象を小学校卒業まで、そして、拡

大する小学生に対しては所得制限をつけ

て助成していこうというものだというこ

とで確認をしたいと思います。

　それで、今回の拡大によっての財源に

ついて改めてお聞かせいただきたい。財

源といいますか、拡大について生じる予

算増をお聞かせいただきたい。

　それから、今回初めてといいますか、

かつては所得制限があって、その後、所
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得制限をなくしてきた制度なんですけど

も、改めて拡大部分には所得制限が設け

られましたが、その所得制限をしない場

合は予算はどのくらい見込むものなのか、

あわせて、代表質問でも市長からも答弁

がありましたが、できる限り２０１５年

度に中学校卒業まで拡大していきたいと

いう前向きな答弁がございましたが、そ

の中学校卒業まで拡大したときの見込む、

必要とされる予算、それから、同じく所

得制限なしで中学校卒業まで拡大したら

どのぐらいになるのかということについ

て、ぜひ、お聞かせいただきたいと思い

ます。

　それと、所得制限、今回設けられまし

た。この所得制限を設けた目的、それか

ら所得制限にひっかかって対象外となる

人をどのくらい見込んで、どのくらいい

るか、見込んでいるのか、その点をお聞

かせください。

　あと２つ聞きますが、今回は９月から

の実施ということになります。もちろん

前進ですので、やらないより当然、あり

がたいことなんですが、４月から８月末

までの間、一時的に小学生の人はその間

だけは受けられないということになるん

ですけども、そのお考え方で、９月から

スタートということについてもちょっと

お聞かせいただけないでしょうか。場合

によったら４月にさかのぼって、事務上

の手続の問題であるのであれば、９月か

らスタート、実務上は９月からだけども、

４月にさかのぼって還付するというよう

なやり方も物理的には可能ではないかな

と思いますが、その点のお考え方をお聞

かせいただきたいと思います。

　そして、所得制限が設けられるという

ことになりますが、保護者の方々、それ

から、市役所の中での手続が、所得制限

をチェックするという手続が出てくるか

と思いますが、保護者の手続はどのよう

になるのか、そして摂津市の部署として、

どのような仕事があって、どのように対

応していかれるのかについてお聞かせい

ただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　そうしましたら、

ご答弁申し上げます。

　まず、１点目、予算の増加分の内訳と

いうことでございますけれども、医療費

といたしましては、今回は９月からの実

施ということで約半年分でございますの

で、４，６２０万円の増額ということで

見込んでおります。そのほか、事務的な

ものもございますけれども、大きいもの

といたしましては制度改正に伴ってシス

テムの改修をいたしますので、その委託

料で６７０万５，０００円を見込んでお

ります。

　その次に、所得制限を導入した場合に

どれくらいの金額になるのかということ

ですけれども、通年ベースで申しますと、

約７００万円程度の差が生じるのではな

いかというふうに見込んでおります。

　また、中学校３年生まで実施した場合

の見込みということですけれども、非常

に見込みにくいところでございまして、

他市で中学３年生まで実施されている自

治体がまだ少なく、十分に見込めていな

い部分がございます。ただ、小学生と比

べますと受診率が低くなってくるという

形が一般的ですので、３，０００万円か

ら４，０００万円ぐらいの間になってく

るのではないかなというふうに考えてお

ります。

　また、所得制限導入の有無での違いで

ございますけれども、所得制限を導入し

た場合につきましては、１０％弱ぐらい

の対象外の方になってくるというふうに
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見込んでおりますので、先ほどの３，０

００万円から４，０００万円のうちの１

０％弱ぐらいの金額になるかというふう

に考えております。

　次に、所得制限の目的なり、人数なり

ということでございますけれども、目的

の部分につきましては、１つは市の財政

的な観点から、やはりこれは大きな負担

を伴ってまいります。相当、高所得の方

にまで対象とすることにつきましては、

いろんなご意見もあるかと思います。市

全体の扶助費等の考え方の中で、今回に

つきましては所得制限導入ということに、

庁内的に議論してきたところでございま

す。

　また、今回の所得制限に伴う影響人数

ということでございますけれども、全体

で、今回、小学生対象部分につきまして

は４，５００人から４，６００人程度と

いうふうに見込んでおりますけれども、

そのうちの６、７％ぐらいが対象外にな

るのではないかというふうに考えており

ます。

　それから、実施の時期につきましてで

ございますけれども、９月からの実施と

いうことですが、ここの部分につきまし

ては、今回、実施に当たっては一定、事

務的な作業等も必要になってまいります。

例えば、実施に当たっては対象者の方へ

の周知が必要になってまいりますし、ま

た、先ほど言いましたように、システム

の改修等も必要になってまいります。ま

た、申請を受け付けて、所得を確認して

決定するという流れもございます。今回

につきましては一定事務的な部分を含め

て見込んだ中で、９月からの実施とさせ

ていただきたいというふうに考えており

ます。

　それと、還付できないのかというご質

問でございましたけれども、制度といた

しましては６月の税の決定の後、その後、

通年であれば７月から助成を決定すると

いう形になってまいりますので、４月に

さかのぼってというのは今回につきまし

ては困難かというふうに考えております。

　手続につきましてですけれども、保護

者の方につきましては通常、税の申告等

をしておられる場合につきましては、市

で一定、保護者の方の同意のもと、税の

データを確認させてもらいまして、該当

かどうかというのを所得制限の部分につ

きまして判断してまいります。

　今回につきましては、小学生の対象の

方につきまして、申請書のほうを送らせ

ていただき、提出いただいて、対象かど

うかの判断をしていくという形を考えて

いるところでございます。

　市としての手続ですけれども、その申

請書を受けとって、その後、所得の判定

をいたしまして、今回につきましては初

年度でございますので、十分な検証もし

た中で、８月下旬ぐらいに証の発行、郵

送をさせてもらいたいというふうに考え

ております。

○嶋野浩一朗委員長　保護者はどのよう

な手続になるんでしょうか。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　保護者につきま

しては、今、考えておりますのは、周知

としまして対象者の方に申請書を直接お

送りさせてもらいたいというふうに思っ

ております。ただ、所得の更正等も考え

られますので、全員の方にお送りさせて

いただきまして、保護者方につきまして

は、申請書を郵送、または持参していた

だきまして手続をしていただくという形

になってまいります。

　また、１月以降の転入者の方につきま

しては、本市のほうで所得確認ができま

せんので、その方につきましては所得証
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明の提出を求めるという形になってまい

るかというふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　所得制限については、私

どもはこれまでと同じように所得制限な

しでということで求めてきたわけですけ

ども、今回の所得制限付で大体６％から

７％の人が除外されていくということ。

その６％から７％除外される方々を含む

とするための予算は約７００万円ほどあ

れば所得制限なしでいけたということだ

というふうにお聞きしました。

　一方で所得制限を設けることによって、

所得制限のためのシステムの改修費が６

７０万５，０００円と、約７００万円弱

ほどかかると。あわせて、市役所の担当

課では所得制限の税情報から対象者をピッ

クアップして、書類を送り、または申請

者に対しても書類を送る、またはその後、

送られてきたものをチェックし、証を発

行するという手続、かなり煩雑な仕事も

増えていく。同時に保護者にとってみて

も、書類が送られてきて、確定申告や源

泉徴収があれば、それで済むかもしれま

せんけども、中には確定申告などをされ

ていらっしゃらない保護者の方もいらっ

しゃって、いろいろ所得証明をとるなど

の手続も必要になってくるいうことでい

いますと、非常に事務的な手続というの

も必要かなということを改めて感じまし

た。

　いずれにしても、制度自体が大きな前

進でありますので、今後、この所得制限

の問題については、今年スタートする上

でいろいろご苦労していただいてこうい

う制度になったわけですので、対象者の

方の漏れがないような形で手続をぜひ行っ

ていただきたいということは要請をして

おきたいなというふうに思います。

　さらに来年度に向けて対象年齢を中学

校までと。そして、今年システム改修費

７００万円近くかけられるわけですけど

も、こういった手続の問題、保護者への

事務手続の負担等を考えて、所得制限の

問題についてもできればなくしていくと

いう方向を一度、検討もしていただきた

いということを要望しておきたいと思い

ます。

　最後に１つ、これは代表質問でも少し

触れたと思うんですけど、ほかの方もお

聞きしていたかと思いますが、大阪府の

府議会でも知事が福祉医療助成の中で子

ども医療助成に触れて、一定の助成額を

増やしていく検討をするというような答

弁をなされました。どのくらいになるの

かはわかりませんが、しかし、大阪府の

制度が前進するということは、摂津市の

制度にとっても非常にいいことでもあり

ますので、この情報についてはぜひよく

情報を集めていただいて、できるだけ来

年度、摂津市が中学校卒業まで所得制限

なしでできるような形で大阪府にも働き

かけをしていただきたいというふうに思

います。

　ちなみに大阪府の制度で、通院で現在、

３歳未満の者が就学前まで入院と同じだ

けの助成になった場合の摂津市に入って

くる助成額の増というのはどのくらいに

なるのか、参考までにわかれば教えてい

ただけたらと思います。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　大阪府制度が拡

充された場合の歳入の増でございますけ

れども、現在の状況から考えますと、２，

０００万円から２，５００万円程度の増

額になってくるのではないかなというふ

うに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

　ほかございますか。

　南野委員。
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○南野直司委員　今回、通院助成につい

て小学校６年生まで拡充していただきま

して、本当に多くの子育て世代の方は喜

んでいただいていると思います。私自身

も４月１日から実施というふうに間違え

ておりまして、９月１日からの実施とい

うことでありますので、もし、丁寧に直

接お知らせを配布されるということであ

りますけども、もし可能でしたら、４月

１日の広報なんかに、実施は９月１日か

らですというふうなお知らせをしていた

だきたいなと思うんですけども、その辺

をお聞かせいただきたいです。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　周知につきまし

ては、一定何らかの形でというのは考え

ておるところでございます。ただ、議会

の議決をもってということになってまい

りますので、４月１日号というのはちょっ

と困難かと思っております。

　また、いろんな方法で周知に努めてま

いりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員、よろし

いですか。

○南野直司委員　結構です。

○嶋野浩一朗委員長　ほか、ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　以上で質疑は終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後４時１分　休憩）

（午後４時２分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　議案第３１号の審査を行います。

　本件につきましても、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑のある方。

　安藤委員。

○安藤薫委員　議案第３１号について１

点お聞かせください。

　今回、児童センターの夏場の５月から

８月末までの開館時間、夕方の５時半ま

でだったものが６時１５分まで延長され

るということで、利用者にとってみても、

開館時間が延びるということについては

いいことだというふうに思います。

　その一方で、今度、指定管理者として

新たに委託先は変わらず摂津市社会福祉

事業団ではありますが、運営事務委託料、

指定管理料を見ますと、前年と比べると

約２４８万２，０００円減額となってい

ます。指定管理者を募集して選定をする

上で、開館時間を延ばすことを条件に指

定管理者を募集されたのかどうか、また

は、指定管理者の提案、プロポーザルの

方の提案でこの金額でやりますというこ

とで出されたのか、その点と、それから、

やはり同じ事業者が行っていく上で時間

は延長するけれども、委託料が下がると

いうことについて、気になるのはそこで

働く人との、事業者で働く人たちの労務

管理といいますか、就業状況について、

そこにしわ寄せになっていっているので

はないかと。そういうことについてはど

うなのか。ひいてはそれが結局、そこの

児童センターの主役である子どもたちに

しわ寄せになる可能性もひょっとしてあ

るんじゃないかと、ちょっとそんな心配

がありますので、その点についてお考え

をお聞かせください。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　今回の児童セン

ターの時間延長でございますけれども、

この時間延長につきましては、平成２６

年度からの５年間の指定管理者を公募す

る際に、公募要項の中に新たな事業の展

開やサービス向上策の独自提案という項

目を設けておりました。その中で、今回、

－61－



指定管理者として指定いたします摂津市

社会福祉事業団のほうから提案がござい

ましたことによるものでございます。

　その中では事業団の中でも子ども向け、

保護者向けアンケートからも、多くの方

が日照時間の長い期間中の時間延長を望

まれているといったことや、６時間目ま

で授業がある場合はどうしても高学年の

子どもは来る時間が遅くて、帰る時間が

決まっておりますので、短い活動になっ

てしまいます。活動時間を長くすること

によってけん玉や卓球、リコーダーといっ

たクラブ活動、また一般の子どもたちの

活動も充実させていきたいといったこと

です。私どものほうもこういった目的が

児童センターの中での子どもの活動の幅

が広がるといったことや、施設の有効活

用の面からも効果的であると思いまして、

今回、条例改正をあげさせていただいて

いることでございます。

　それと委託料が下がっている中での就

労の関係でございますけれども、これも

事業団のほうからの提案といいますか、

金額提示の中では、職員の勤務時間、夏

季期間中についてはフレックスなり、コ

アな部分とそれじゃない部分を、濃淡を

つけながら対応していきたいというご提

案もございましたので、含めて条例改正

と考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　わかりました。指定管理

料、それから、指定管理者についてはこ

の間いろいろとご意見を申し上げてまい

りましたが、やはり市民サービスの向上、

それから、経費削減が就労条件の悪化で

あるとか、もしくはサービスの低下にな

らないようにというような総務省通達も

ありますので、その点しっかりモニタリ

ングや庁内のチェック等で見ていただい

て、運営上問題がないように、そして、

児童センターの取り組み、活動がより充

実しますようにチェックも指導もしてい

ただきたいと思います。同時に、この間

もいろいろ要望もしておりますが、第１

児童センターに続く児童センターについ

ての拡大、安威川以南の拡大についても

同様に視野に入れて検討していただくこ

とを要望して終わります。

○嶋野浩一朗委員長　ほかにございます

でしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　　以上で質疑を終

わります。

　暫時休憩します。

（午後４時７分　休憩）

（午後４時９分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　討論なしと認め、

採決いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　議案第１０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　議案第３０号につきまして、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　議案第３１号について、可決すること
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に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成、よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　暫時休憩いたします。

（午後４時１０分　休憩）

（午後４時１３分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について協議をいたします。

　まず、平成２６年度委員会行政視察を

実施することに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　それでは、視察事項、視察先、視察日

程等について協議を行いたいと思います

けれども、何かご意見のある方。

　東委員。

○東久美子委員　視察ということで、こ

ういうことを視察できたらという大枠の

範囲と捉えてください。

　横浜市の保育コンシェルジュと待機児

童対策の取り組みがかなりあるというふ

うなことで、それとあと、セットという

のか、あっち方面ということで、東京都

で保育事業で保育ママ制度というのが目

黒区、それから、学童保育のほうでかな

り文京区で力を入れておられるというこ

となのでこれと、もう一つは岡山県なん

ですけれども、地域共同子育てというの

を倉敷市、倉敷の子育てをみたいな取り

組みが進んでいると聞いていますので、

それと、子育てネットワークという広い

範囲になってしまうんですが岡山市、こ

のあたり、子育てに係るところで希望し

ておりますが、いろんなところを学びた

いのでこだわりません。

○嶋野浩一朗委員長　わかりました。

　まず、候補案ということで出していた

だきました。

　ほかに何か、

　安藤委員、ございますか。

○安藤薫委員　ちょっと具体的にという

と、まだつかめていないんですけど、今

年度、新年度、子ども子育て新制度の会

議等、方針を立てられているということ

で、やはり子ども子育てで成功している、

例えば、今、東委員がおっしゃられた保

育の先進事例であり、待機児童対策であ

るとか、それから、地域型の小規模保育

での先進市、いい悪いは別にして進めて

いるようなところについて実態を生で見

たり聞きたいなというふうに思います。

　それから、あと、社会教育の面で、別

府公民館の建て替えがあって、コミュニ

ティセンターとの一体化などの話もあり

ますし、公民館の運営審議会とちょっと

議事録を見ていると、ワークショップの

中に出てきた意見で、公民館で飲食がな

かなかできないけど、その点についてど

うだという公民館運営審議会委員の意見

等を聞いておられるケースがあって、摂

津は公民館はかなり６館あって地域に浸

透しているんですが、新しい市民の共同

との関係でいって、公民館の運用で勉強

になるところが、もしくはコミュニティ

センターとの絡みで、コミュニティセン

ターが入っちゃうと所管が変わりますけ

ども、ただ、その辺の垣根がなくなって

きている部分もあるようなので、その点

での先進市でいいところがあればテーマ

としてどうかなというふうに思っており
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ます。そのほかの方のご意見等で。

○嶋野浩一朗委員長　わかりました。特

に地域、３つ目の小規模保育、例えば、

こういった候補地とかいうのは特に。

○安藤薫委員　今、ちょっと持ち合わせ

が。

○嶋野浩一朗委員長　じゃあ、またちょっ

と後日、お調べいただいて、情報提供し

ていただくと助かります。ありがとうご

ざいます。

　南野委員、ございますか。

○南野直司委員　私のほうは、きょうも

質問させてもらいましたけど、学校の図

書館で先進的な取り組みをされていると

ころなんかを視察したいなと思っていた

んですけども。例えば、子どもたちだけ

じゃなくて、地域の方も交えて地域開放

されている、そういった方がボランティ

アで来て読み聞かせをしたりという、本

当に先進的な今、調べていたんですけど、

ここぞというところがまだ出てきていな

いんですけども、１つはそういう図書館

づくりですか、されているところを見た

いなと。学力の向上にも関係すると思い

ますので、読解力の向上という部分で、

摂津市でもしっかり、今もいろいろ取り

組んでもらっていますけど、さらに子ど

もたちが本を好きになってもらいたいな

と。そんなのでちょっと見に行きたいな

と思っていますけども。

○嶋野浩一朗委員長　ありがとうござい

ます。学校図書館の充実という話でする

と、島根県が結構力を入れているみたい

で、松江市はまたその中でも力を入れて

いるというようなお話もお聞きしており

ますので、ちょっとそこら辺のことも調

べながらと思います。

○南野直司委員　わかりました。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員はござい

ませんか。

○大澤千恵子委員　私は、候補地はあれ

なんですけど、できたら発達障害を扱っ

ているところの取り組み、何かないかな

と。どこかいいところはないかなと思っ

ているんです。

　それと、外国語、英語教育を推進して

いる、例えば、タブレットを使っている

ところはあるのか知らないけど、ネイチャー

の英語の何かそういう画像、映像を使っ

て会話ができるとか、そういう先進的に

やっているところがあれば。

○嶋野浩一朗委員長　いろいろとお話を

出していただきまして、今日中にまとま

ることはないのかなと思いますけれども、

また事務局ともご相談させていただいて、

そしてまた、さらに何かいい情報があれ

ば出していただきながら、できるだけ早

期に視察に行ければなと思いますので、

ただ決めたからといって、受け入れ先の

自治体との交渉もございますので、絞り

込みはできるだけ早期にできればなとい

うように思いますので、一度また情報提

供していただきながら、最終的にはちょっ

と我々委員長団に少しお任せいただくこ

とも出てくるのかなと思いますけれども、

どうかその点、ちょっとご了承いただき

ながら進ませていただきたいなというふ

うに思います。

　それでは、時間の関係上、今回の会期

中に視察先等の決定は困難かと思われま

すので、本会議最終日におきまして、常

任委員会の所管事項に関する事務調査に

ついて、閉会中に調査することがはから

れます。本委員会の所管事項につきまし

ては学校教育行政について、社会教育行

政について、児童福祉行政についてを平

成２６年度末まで、閉会中に調査するこ

とにいたしたく思いますけれども、それ

でよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　それでは、次回開催時は視察項目、候

補地、複数の希望日等をご提案いただき

ますよう、検討をお願いいたします。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午後４時２１分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長嶋　野　浩一朗

　文教常任委員東　久　美　子
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